


幕
府

勘定所
勝
手
方
記

録
の

体
系

-幕
府
財政
史
料の
類型論
序説
(その
三
)
-

大

野

瑞

男

は

じ

め

に

財
政
史
料
の
基
本
塀
型

,

1

勘
定
帳

(地
方
勘
定
帳
を
中
心
に
)
-
-
以
上
前
々
号

2

勘
定
帳

(御
金
蔵
勘
定
帳
を
中
心
に
)

3

劫
方
帳

4

年
貢
米
金
皆
済
目
録

5

納
払
明
細
帳
-
-
以
上
前
号

6

御
成
箇
筋
膜
･･････以
下
本
号

7

年
買
割
付

8

取
倍
帳

9

村
鑑
大
概
帳

10
そ
の
他

勘

定所
お
よ
び
代
官
所
･
預
所
財
政
史
料
の
体
系

お

わ

り

に

財

政

史

料

の

基

本

類

型

6

御
成
箇
郷
帳

御
成
箇
郷
帳
は
'
-御
取
箇
郷
帳
あ
る
い
は
略
し
て
単
に
郷
帳
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
'
成
箇
･(取
箇
'
年
貢
)
お
よ
び
定
納
物
の
額
を

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
錠
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

一〇
六

村
ご
と
に
記
載
し
た
年
貢
元
帳
で
あ
る
｡
郷
帳
に
記
載
す
る
年
貢

･
定
納
物
は
土
地
よ
り
発
す
る
納
物
の
元
で
あ
っ
て
､
本
途
に
掛
る
口

米
永
'
出
目
米

･
延
米
'
お
よ
び
年
々
増
減
あ
る
諸
運
上

･
分

一
･
臨
時
物
は
記
載
し
な
い
｡
こ
れ
は
知
行
渡
り
の
と
き
物
成
語
に
し
て

高
に
結
ぶ
も
の
は
郷
帳
組
み
の
晶
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
'
郷
帳
は
し
た
が
っ
て
知
行
の
基
礎
台
帳
の
性
格
を
も
も
つ
帳
縛
と
い
え
よ

(1
)

ラ
.
左
に

『地
方
凡
例
録
』
の
説
明
を
長
文
で
は
あ
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
｡

一

郷
帳
克
之
事

(附
'
略
)

郷
帳
の
濫
解
を
尋
る
に
'
古
来
は
諸
事
大
様
に
し
て
'
租
税
の
法
細
密
な
ら
ず
'
其
年
に
代
官
取
箇
を
極
め
て
'
相
納
む
る
と
き

は
'
領
主
に
て
多
少
の
穿
聖
も
な
-
'
厘
割
と
云
も
な
く
済
ミ
来
り
し
処
'
慶
安
二
己
丑
年
諸
代
官
へ
､
取
箇
井
に
小
物
成

･
高
掛
り

物
等
の
納
め
等
を
帳
面
に
仕
立
'
勘
定
処
へ
差
出
す
べ
き
旨
命
ぜ
ら
れ
'
案
文
相
渡
り
之
を
仕
立
の
成
箇
郷
帳
と
名
付
け
'
此
時
よ

り
差
出
す
こ
と
に
成
た
り
､
尤
も
英

一
村
の
土
地
よ
り
出
る
晶
類
を
記
す
帳
面
た
る
に
依
て
'
是
を
郷
帳
と
云
ひ
'
租
税
の
元
に
し

て
納
む
べ
き
品
々
之
に
洩
る
1

こ
と
な
-
'
至
て
大
切
の
帳
面
な
り
'
則
領
主
納
処
の
根
元
た
る
ゆ
へ
'
万

1
郷
帳
に
算
違
ひ
書
損

等
あ
れ
.ハ
'
代
官
差
控
を
伺
ふ
定
例
な
り
'
郷
帳
に
載
る
は
納
む
べ
き
品
々
の
元
に
し
て
､
之
に
掛
る
ロ
米
永
或
は
出
目
釆

･
延
米

又
は
年
々
増
減
あ
る
諸
運
上

･
分

一
･
臨
時
物
等
は
載
せ
ず
'
土
地
よ
り
発
る
品
数
計
り
を
記
す
ゆ
へ
'
知
行
渡
の
と
き
物
成
語
に

し
て
高
に
結
ぶ
は
'
郷
帳
組
の
品
々
計
り
な
り
'
郷
帳
に
組
ざ
る
品
々
は
物
成
語
に
は
な
さ
ず
'
郷
帳
の
米
永
よ
り
起
る
納
め
物
'

其
外
臨
時
に
差
出
す
品
々
等
､

一
体
の
米
金
の
納
め
惣
辻
を
記
し
た
る
は
'
納
払
明
細
帳
と
云
帳
面
あ
り
て
､
浅
草
御
蔵

･
御
金
蔵

へ
納
む
べ
き
品
数

1
事
も
洩
る
こ
と
な
し
'
郷
帳
仕
組
方
振
合
の
雛
形
は
末
に
記
す
'

但
し
'
郷
帳
に
君
達
ひ
あ
れ
ば
'
代
官
差
控
を
伺
ふ
ほ
ど
の
大
切
な
る
帳
面
故
'
決
し
て
違
ひ
な
き
も
の
と
し
'
以
前
は
勘
定
所

に
於
て
改
る
こ
と
な
か
り
L
に
'
三
十
年
型
別
噸
肋
よ
り
勘
定
方
の
内
'
郷
帳
掛
り
出
来
て
'
当
時
は
勘
定
勉
へ
手
代
差
出
相
手



と
し
て
改
る
こ
と
に
成
た
り
'

一

郷
帳
に
は
五
箇
年
厘
の
上
り
下
り
を
記
し
'
五
箇
年
平
均
米
の
厘
を
以
て
年
貢
の
高
下
を
知
り
'
知
行
渡
の
物
成
語
も
'
郷
帳
五

箇
年
の
米
を
以
て
致
す
こ
と
な
り
'

但
し
前
篇
に
記
す
ご
と
く
'
永
方
を
米
に
直
し
へ
惣
取
に
加
へ
厘
を
割
る
に
は
'
永
壱
貫
文
を
米
弐
石
五
斗
啓
に
し
て
米
を
出

す
'
又
五
箇
年
平
均
の
取
米
を
記
す
に
は
'
壱
石
弐
斗
五
升
啓
を
以
て
米
を
付
け
厘
を
割
る
な
り
'
之
は
知
行
渡
り
等
に
用
る
'

実
米
を
見
る
為
な
る
に
依
て
'
当
時
の
相
場
に
近
き
を
用
ゆ
'
之
を
実
厘
と
す
'
又
五
箇
年
平
均
の
厘
を
見
る
に
は
'
其
年
の
厘

に
五
を
乗
け
､
其
年
よ
り
前
四
箇
年
の
厘
の
上
り
た
る
分
は
其
内
よ
り
引
き
'
下
り
た
る
分
は
加
へ
'
跡
に
残
り
た
る
分
を
五
に

て
険
し
'
割
出
し
た
る
厘
割
'
走
れ
五
箇
年
平
均
の
厘
な
り
'

(中
略
)

一

郷
帳
は
関
東

･
遠
国
と
も
共
年
十
二
月
限
り
に
差
出
す
'
是
又
取
箇
帳
済
方
遅
く
'
其
外
語
証
文
等
済
ず
差
支
へ
あ
り
て
'
郷
帳

仕
立
に
差
支
ゆ
れ
ば
'
春
に
成
て
差
出
す
こ
と
も
あ
り
'
尤
も
勘
定
処
よ
り
催
促
な
け
れ
ば
'
代
官
よ
り
延
引
の
訳
を
屈
る
に
及
ば

ず
'
催
促
あ
れ
ば
延
引
の
次
第
を
申
立
る
'
尤
も
三
月
取
に
差
出
せ
ば
催
促
も
な
し
'

郷
帳
は
右
の
記
述
の
と
お
り
慶
安
二
年

(
〓
ハ四
九
)
に
創
始
さ
れ
た
も
の
で
'
原
則
と
し
て
毎
年
十
二
月
限
り
に
勘
定
所
へ痩

出
す

(2
)

る
｡

『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』
で
は
'
月
附
は
十

一
月
と
L
t
提
出
に
遅
滞
が
あ
っ
て
も
支
障
な
く
'
大
体
は
二
'
三
月
限
り
に
提

(3
)

出
す
る
と
あ
る
が
'
出
羽
尾
花
沢
代
官
所

｢御
代
官
極

秘

｣

に
よ
る
と
'
二
月
に
郷
帳
清
書
'
三
月
差
出
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
時
期
の

下
っ
た

『勤
要
集
』
の
記
事
で
は
'
十
二
月
附
で
翌
年
五
月
晦
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
'
月
附
も
提
出
期
限
も
遅

く
な
っ
て
き
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
｡

(4
)

郷
帳
の
提
出
に
つ
い
て
は
延
引
す
る
こ
と
が
多
く

宝
暦
八
年

(
一
七
五
八
)
五
月
に
早
く
提
出
す
べ
き
こ
と
が
申
し
渡
ぜ
れ
t
天
明

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

一〇
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

1〇
八

八
年

(
一
七
八
八
)
二
月
に
は
'
年
々
提
出
が
遅
れ
三
年
越
し
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
突
き
合
わ
せ
に
支
障
を
来
た
L
t.
そ
の
上

(5
)

極
月
に
1
勢
に
差
出
す
の
で
混
雑
す
る
か
ら
翌
年
正
月
限
り
提
出
す
る
よ
う
令
せ
ら
れ
た
｡
そ
の
後
天
保
二
年

(
1
八
三
1
)
二
月
二
十

｢6
)

四
日
に
も
早
速
提
出
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

郷
帳
の
寸
法

･
和
紙

･
綴
方
な
ど
に
つ
い
て
は
'
『地
方
凡
例
録
』
に
は
竪

1
尺
五
分

･
横
七
寸
八
分
丁

綴
目
外
八
分
'
中
程
相
続
で

(ァ
)

苧
縄
双
紙
綴
と
あ
り
'
『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』
で
は
堅
横
ほ
同
寸
'"
綴
目
七
分
へ
用
舵
は
西
之
内
で

表
紙
は
二
枚
重
ね
'
自
学
糸

綴
と
な
っ
て
い
る
が
'
『
勤
要
集
』
で
は
寸
法
な
し
'
用
統
西
ノ
内
で
衰
耗
は
同
じ
く
二
枚
重
ね
'
苧
経
本
綴
と
あ
っ
て
変
化
し
て
い
る
｡

恐
ら
-
寛
政
以
前
は
中
程
村
武
で
あ
っ
た
が
t
.Q
ち
文
政
ご
ろ
ま
で
に
上
西
之
内
と
変
わ
り
'
弘
化
元
年

(
1
八
四
四
)
役
所
用
耗
位
下

(8
)

(9
)

げ
に
よ
っ
て
下
西
之
内
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
ヶ
｡
な
お
双
放
題
は
本
綴
と
同
義
と
思
わ

れ

る

｡

さ
て
郷
帳
は
印
物

(代
官
氏
名
に
印
を
押
す
)
で
あ
り
代
官
所
せ
預
所
を
別
冊
に
L
t

そ
れ
ぞ
れ
に
美

濃
紙
で
覆
い
を
か
け
上
書
や
L
t

(10
)

さ
ら
に
美
濃
耗
四
ツ
手
に
入
れ
て
そ
れ
に
も
上
書
を
す
る
｡
そ
の
記
載
法
は
'
ま
ず
衰
耗
に
は
'

…
申

々
当
何
御
取
箇
郷
帳

何
之
誰

と
記
し
'
預
所
の
分
は

当
分
御
預
所

何
国
何
郡
村
々
当
何
御
成
箇
郷
帳何

之
誰



と
'
預
所
の
僧
肩
書
に
記
す
｡
､

四
ツ
手
の
銘
書
は

.

.御
代
官
所

当
分
御
預
所

`

卵
管

々
,g
nE
御
成
箇
郷
帳

何
冊

何
之
誰

√

と
記
す
の
で
如

㌣

(1
)

な
お
綴
方
は
､
江
戸
横
山
町
二
丁
目
佐
藤
孫
四
郎
に
申
し
付
け
綴
じ
さ
せ
る
d
が
よ
い
と
し
て
い
る
.
付
官
所
で
綴
じ
る
よ
り
も
専
門

の
商
人
に
板
む
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
'う
か
｡

′

『
勤
要
集
』
が
郷
帳
の
突
合
物
銘
書
と
し
て
掲
げ
る
書
類
は
'
前
年

(前
年
郷
帳
か
)
･
大
横
明
細
喜

･
当
匿
証
文
留

･
定
免

一
件

･
差
狂

一
村
限
帳

･
取
箇
帳

･
下
組

帳

･
荒
起

(荒
地
起
返
)
取
調
帳

･
厘
附
帳

･
皆
済
日
録

･
見
取
下
組
帳

･
坊

算

･
寄

付

･
年
季
政
と
あ

っ

て
梅
め
て
争
い
｡
い

ま
突
き
合
わ
せ
方
に
つ
い
て

『
勤
要
集
』
の
記
載
を
左
に
紹
介
し
よ
う
｡

1
胴
尻
を
前
年
之
郷
帳
寄
与
読
合
｢
御
取
箇
帳

二
両
本
途
"

見
取
突
合
'
納
払
明
細
帳

二
而
小
物
成

･
諸
道
上
井
免
除
高
差
引
､
朱

317
由
血

書
寄
'
過
不
足
迄
悉
納
札
江
寄
付
置
也
'
是
は
則
帳
面
方

頭
取
之
職
也
'
郡
寄
茂
同
断
'
是
又
過

不
足
等

二
至
り
迄
胴
尻
江
寄

付
'
是
を
胴
尻
拝
と
い
ふ
｣
勿
論
五
ケ
年
平
均
は
何
れ
茂
寄
は
朱
章

二
而
'
夫
江

1
村
限
を
寄
付

へ
L
t
寄
過
不
足
不
合
は
内

二

相
達
有
る
と
知
名
へ
L

I

二

村
慢
改
様
横
算
入
'
定
免
切
替
村
は
伺
済
之

一
村
限
高
江
あ
て
'
年
季
は
論
告

二
而
可
契
合
'
鍛
令

ハ
拾
年
季

二
伺
而
茂
五
ケ

ヽ

･年
又
は
無
年

二
茂
済
故
'
如
此
入
念
厘
差
引
'
相
違
之
節
は
厘
附
帳
之
見
合
'
組
方
末

二
記
ス

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

欝
七
号

一
検
算
仕
方

但
'
免
割
位
見
様
高
壱
石
工
付
取
米
壱
斗
は
免
壱
ツ
也
､
高
免

･
毛
付
免

･
五
ケ
年
平
均
之
高
免
割
済
侯
而
厘
差
引
也
'
高
免

江
五
を
掛
位
を
見
四
ヶ
年
之
厘
を
可
差
引
'
上
は
引
き
下
江
は
加
へ
､
夫
を
五
ツ
割
平
均
免
出
ル
､
則
五
ヶ
年
之
高
免
也
'
毛

限
二
而
余
内
不
付
'
高
は
斗
免
之
字
不
認
'
且
厘
廻
壱
毛
過
不
足
供
共
高
二
而
割
出
シ
無
相
違
ハ
よ
ろ
し
く
侯
'
但
厘
附
帳
二

而
差
引
'
増
は
上
ル
､
減
は
下
ル
与
記
す
へ
し
'
是
を
上
引
下
増
与
覚
厘
差
引
可
致
事

一
御
伝
馬
宿
は
高
官
石
二
付
米
六
升
'
六
尺
給
米
は
弐
斗
'
御
蔵
前
入
用
は
永
弐
百
五
拾
文
'
銀
な
ら
ハ
拾
五
匁
也

1
右
三
役
口
米
金
銀
都
而
高
掛
り
江
人
は
郷
帳
差
出
侯
後
可
相
伺
事

(中

略
)

一
関
東
定
直
段
弐

石
五
斗
代
永
壱
貫
文
二
番
'
永
壱
貫
を
四
二
而
割
弐
石
五
斗
与
成
'
所
謂
四
割
香
之
法
也
'
五
ケ
年
平
均
は
壱
石

弐
斗
五
升
代
也
'
永
壱
貫
文
を
八
二
而
割
出
ル
'
高
免

･
毛
付
免

･
五
ケ
年
平
均
共
此
法
二
而
米
二
直
可
割

郷
帳
の
提
出
先
は
'
安
永
ご
ろ
帳
面
方
の
内
に
郷
帳
掛
り
が
で
き
'
勘
定
所
へ
代
官
手
代
を
出
頭
さ
せ
て
同
掛
り
で
改
め
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
そ
れ
以
前
は
郷
帳
に
間
違
い
が
あ
れ
ば
代
官
が
差
控
を
伺
う
ほ
ど
の
大
切
な
帳
面
で
あ
る
か
ら
決
し
て
間
違
い
が
な
く
'
勘
定
所

で
は
改
め
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
『勃
要
集
』
で
は
'
帳
面
方
起
印
掛
り
取
扱
で
'
出
掛
り
代
官
を
も
っ
て
中
の
間
組
頭
席
へ
差
出

し
'
追
っ
て
勘
定
と
の
間
で
前
年
分
と
の
読
み
合
わ
せ
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
郷
帳
は
紙
嵩
が
増
え
取
扱
に
不
便
な
の
で
'
天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
に
細
字
に
認
め
る
よ
う
達
し
た
と
こ
ろ
'
そ
の
後
提

出
の
郷
帳
も
従
前
の
紙
嵩
で
あ
る
の
で
'
寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
八
月
'
郷
帳
振
合
を
渡
し
て
そ
の
よ
う
に
細
字
に
認
め
る
よ
う
申
し

(13
)

渡
し
て
い
る
｡

実
際
に
郷
帳
の
雛
形
を

『牧
民
金
鑑
』
が
載
せ
て
い
る
の
は
天
明
<
年
の
も
の
で
は
な
く
'
安
永
三
年

(
1
七
七
四
)
九
月
六
日
の
｢御



(14
)

(15
)

代
官
所
御
預
所
郷
帳
認
方
振
合
｣
で
あ
る
｡
こ
の
ほ
か
書
式
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は

『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
お
よ
び
石
井
良
助

(16
)

『
江
戸
時
代
漫
筆
』
に
引
く

｢地
方
扱
集
成
後
編
｣(巻
之
八
)が
あ
る
｡
ま
た
具
体
例
と
し
て
は

『
日
本
経
済
史
辞
典
』
上
巻

(地
方
三
帳
項
)

に
明
治
元
年

｢隠
岐
国
海
士

･
知
夫
旦

･
越
智

･
周
書
郡
卯
年
御
取
箇
郷
帳
｣
の
写
真
が
抄
録
さ
れ

て

い
る
｡
本
項
で
は
参
考
の
た
め

〔史
料
7
〕
と
し
て
江
川
家
文
苔
の

｢伊
豆
韮
山
代
官
所
文
政
十

一
年
伊
豆
国
君
沢
郡
子
御
成
箇
郷
帳
(控
)
｣
の
全
文
を
掲
げ
て
お
い
た
｡

註

O
I

l
六
五
べ
I
ジ
)｡

(1
)

大
石
慎
三
郎
校
訂

『地
方
凡
例
録
』
(近
藤
出
版
社
)
下
巻
'

六
五
-
六
六
･
七
三
ペ
ー
ジ
｡

(2
)

貞
享
四
年

｢御
勘
定
組
頭
井
御
代
官
可
心
得
御
書
付
｣
(『徳
川

禁
令
考
』
前
集
第
四
'
二
二

二
号
)｡

(3
)

『山
形
市
史
編
集
史
料
』
二
二
号
'
八
〇
-
二

〇
ペ
ー
ジ
｡

(
4
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
1
0

1
.(
I
ジ
｡

(5
)

同
右
'
二

七
ペ
ー
ジ
｡

(6
)

同
右
'
一
四
九
ペ
ー
ジ
｡

(7
)

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
七
三
ペ
ー
ジ
.

(8
)

｢役
所
用
紙
位
下
之
義
二
付
何
番
｣
(『牧
民
金
鑑
』上
巻
'
一
六

(9
)

小
口
に
四
か
所
穴
を
あ
け
'
糸
を
表
裏
背
に
か
け
て
綴
じ
る
本

綴
'
現
今
は
こ
れ
を
袋
綴
と
い
-
｡
当
時
の
袋
技
は
背
に
糸
を
か

け
ず
'
小
口
紙
張
り
を
し
た
綴
じ
方
を
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡

(10
)

『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』｡

(ll
)(12
)

『勤
薬
袋
』｡

(13
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
一
二
四
-
二
一五
ペ
ー
ジ
｡

(14
)

同
右
'
⊥

1
1
-
1
1
四
ペ
ー
ジ
｡

(15
)

『徳
川

幕

府
県
治
要
略
』三
〇
三
-
三
〇
六
ペ
ー
ジ
｡

(16
)

『江
戸
時
代
浸
輩
.D二
二
八
-
二
二
九
ペ
ー
ジ
｡

〔史
料
7
〕

伊
豆
韮
山
代
官
所
文
政
十

一
年
伊
豆
国
君
沢
郡
子
御
成
箇
郷
帳

(控
)
(江
川
文
庫
所
蔵
江
川
家
文
事
)

(表紙
)

｢
文
政

十
一年

(
朱

)
｢
合

｣

伊豆国君沢
郡
子
御
成
箇
郷
帳韮

山
控
｣

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

禎
鄭

千

喜

八
拾
弐
石
書

伊
薯

沢
郡
江
戸
江
曽

弐
拾
電

場

町

内
高
首
拾
七
石
八
斗
九
升

新
田

高
書

八
石
奄
斗
壱
升
五
合

抑
鮎

誰

相
良
敷
郷
鼓

一
二



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号
.I

内
高
弐
石
六
斗

去
ル
中
川
欠
石
砂
入
引

小
以
高
弐
首
捨
石
七
斗
壱
升
玉
食

残
高
弐
千
三
百
七
拾
壱
石
弐
斗
九
升

毛

附

砦

増

百
拾
九
石
弐
斗
弐
升
四
合

譜

一義

認
臥
諾

納
内

外
米
七
拾
弐
石
三
斗
六
升

去
亥
域

.
申
よ
り
子
迄
五
ケ
年
平
均
-

米
七
首
四
拾
弐
石
四
升

一
田
七
畝
分

･

･
此
取
米
壱
斗
五
升
八
合
虫
亥
同

一畑

壱
町
三
反
六
畝
廿
弐
分

此
取
米
弐
石
弐
斗
弐
升
四
含
ま
亥
同

1
畑
六
反
五
畝
分

.

此
取
米
三
斗
弐
升
五
合
去
亥
同

一
畑
弐
反
分

此
取
米
壱
斗
虫
亥
同

定
納
物

一
米
壱
石
五
斗
四
升
九
合

･

罪

刑
鮎

高
弐
ツ
八
分
七
厘
四
毛

見

取

.但
反
弐
斗
弐
升
六
合
内

見

取

但
反
守
斗
六
升
三
合
内

･御
殿
地見

取

但
反
五
升

去
ル
乗
切
閲

見

取

但
反
五
升

一
米
三
斗
五
升
虫
亥
同

一
米
壱
石
三
斗
≡
升
去
亥
同

1
米
拾
八
石
弐
斗
五
升
去
亥
同

一
永
壱
貫
三
文

一
永
弐
百
四
拾
壱
文

1
永
弐
一旦
二
拾
八
文

一
永
四
百
七
拾
九
文

一
永
弐
百
四
文
六
分

一
永
弐
百
五
拾
文

Jr
永
四
百
拾
弐
文

一
永
四
首
拾
弐
文

一
永
弐
貫
七
首
文

二

二年
JV
高
下

箱

根

観
音
洞
山
手
役

右
同

断箱
根
山
手
役

右
同
断右

同

断

酒
造
冥
加
永

末

才
丑
迄
七
ケ
年
季

水

車

運

上

酉
才

丑
迄
五
ゲ
年
季

右

同

断

申
才

子
迄
五
ケ
年
季

右

同

断

酉

才
丑
迄
五
ケ
年
季

右

同

断

亥

才
卯
迄
五
ケ
年
季

右

同

断

酉
才

丑
迄
五
ヶ
年
季

水

車

運

上

右
同
年
季

右

同

断

成

才
寅
迄
五
ヶ
年
革

質

丘

珠

冥

加

永

御
伝
馬
宿
入
用

但
御
伝
馬
宿

二
付
六
尺
給
米
御
蔵
前
入
用
老
年
･,
免
除

外

,

納
合
紙
宗

畑
望

鮪
旭
駕

鮒

一
新
町
川
通
川
除
御
普
請
所
広
瀬
川
通
用
水
寛
御
普
請
所

五
ヶ
所

1
東
海
道
往
還
土
橋
板
橋
御
普
請
所

拾
三
ヶ
所

品

瑚
馴
畑
箭

槻
槻
剛
盟

舘

詰

酢
所
検
度
川
通

拾
三
晶



掘
裏

肇

轟

韻

七
升

内
高
壱
石
六
斗
弐
升

壱
合

此
取
米
三
石
九
斗
九
合
去
亥

同

申
才

子迄五
ケ
年
平
均

(朱
)

米
三
石
九
斗
八
合

｢
四
ス
｣

一
畑
≡
反
分

此
取
米
六
升
去
亥
同

定
納
物

一
米
八
斗
五
升
弐
合

一
米
壱
升
四
合

一
米
四
升
八
合

1
永
五
拾
九
文
九
分

一
往
遼
松
並
木
両
側
八
町
弐
拾
六
間

納
合

始
諾

雛

穎

三
合

亥
才

子
迄
弐
ヶ
年
定
免

一高

五
石
三
斗
四
升
六
合

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
弐
拾
七
里

塚

原

新

田

新
田

高
壱
ツ
六
分
三
厘
壱
毛
内

申酉戊亥

同同同同

上上上同

高
壱
ツ
六
分
三
屋

丑
切
開

見

取

但
反
弐
升茶

畑
上
木
年
貢

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

壱
ヶ
所

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
弐
拾
七
里

市

山

新

田

内
高
五
斗
五
升
六
合

新
田

此
取
米
七
斗
五
升
五
合
去
亥
同

高
壱

ツ
四
分
壱
厘
弐
毛
余

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

申
滋
子
迄
五
ケ
年
平
均

米
七
斗
五
升
五
合

一
畑
四
反
三
畝
拾
弐
分

此
取
米
八
升
七
合
去
亥
同

定
納
物

一
米
弐
斗
三
升
三
合

一
米
三
合

一
米
壱
升
壱
合

一
永
拾
三
文
四
分

一
往
遼
松
並
木
両
側
九
町
七
間

納
合
細
雪

鉛

飢
合

掘
繋

乱
環

粁

八
合

内
高
六
斗
弐
合

新
田

此
取
米
弐
石
三
斗
九
升
去
亥
同

高

壱
ツ四
分
壱
厘
弐
毛

管
出

見

取
但
反
弐
升

茶
畑
上
木
年
貢

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
用
人

壱
ヶ
所

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
弐
拾
六
里

三

ツ
谷

新

田

高
壱
ツ
三
分
壱
厘
五
毛
内

申西成亥

同同同同

申
才

子
迄
五
ケ
年
平
均



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

米
弐
石
三
斗
九
升

一
畑
壱
町
七
反
三
畝
九
分

此
取
米
三
斗
四
升
七
合
去
戊
同

定
納
物

一
米
壱
升
九
合

一
米
壱
升
壱
合

一
米
三
升
六
合

一
永
四
拾
五
文
四
分
･

一
往
還
松
並
木
両
側
四
町
三
拾
間

納
合
始
黒

岩

旺
鮒

高
壱
三
二
分
壱
厘
五
毛

丑
戊
酉
改

見

取
但
反
弐
升

茶
畑
上
木
年
貢

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

壱
ヶ
所

定
納
物

1
米
弐
合

一
米
七
合

一
永
八
文
九
分

一
往
遼
松
並
木
両
側
弐
拾
四
町
二
南
開

納
合
紙
貴

地
鮒

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

壱
ヶ
所

ef
融

嘉

宅

軸
粕

弐
合

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
弐
拾
五
里

山

中

新

田

内
高
壱
斗
四
升
八
合

新
田

此
取
米
八
斗
五
升
七
合
去
亥
同

高
壱
ヱ
ハ
分
四
厘
四
毛
余

ト1.7
='･=

::監

蛮

加

害

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
弐
拾
六
里

笹

原

新

田

申酉成亥

同同同同

内
高
壱
石
三
斗
八
升
八
合

新
田

此
取
米
五
斗
九
升
五
合
去
亥
同

申
才
子
迄
五
ケ
年
平
均

米
五
斗
九
升
五
合

一
畑
五
反
壱
畝
廿
壱
分

此
取
米
肴
斗
111合
去
亥
同

高
壱
ツ
六
分
七
厘
四
毛
内

彪

閉

酉

同

中

岡

高
壱
ツ
六
分
七
厘
四
毛

管

出見

取

但
反
弐
升

申
ぶ

子
迄
五
ケ
年
平
均

米
八
斗
五
升
七
合

一
田
四
反
壱
畝
拾
五
分

此
取
米
三
斗
七
升
五
合
去
亥
同

一
畑
壱
町
五
反
五
畝
八
分

此
取
米
三
斗
壱
升
去
亥
同

一
畑
弐
反
廿
五
分

此
取
米
四
升
弐
合
去
亥
同

高
壱
ツ
六
分
四
厘
四
毛

酉
故
山

見

取

但
反
九
升
余

丑
故
山

見

取

但
反
弐
升
内

巳
改

見

取

但
反
弐
升



定
納
物

1
米
三
合

一
米
壱
升

一
永
拾
三
文

一
往
還
松
並
木
両
側
三
拾
四
町

誓

紙
聖

篭

九
升
七
合

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

壱
ヶ
所

T
撃

第

防
和
鶴
野

六
升
三
食

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
端

境

戚

里

内
高
六
拾
四
石
七
斗
弐
升
三
合

新
田

高
四
石
五
斗
壱
升

前
･J
御
新
米
田
故
地
満
代
引

内
.

高
三
拾
三
石
八
斗
四
升
九
合
畑
翫

整

相
拍

″
申
押
碧

砂

小
以
高
三
拾
八
石
三
斗
五
升
九
合

残
高
六
百
八
拾
八
石
弐
斗
四
合

此
取
米
弐
百
四
拾
七
石
九
斗
四
升
八
合
四
勺

毛

附

高
三
ツ
四
分
壱
厘
三
毛
内

毛
付
三
ツ
六
分
三
毛
内

申酉戊亥
壱壱壱壱
毛ツ毛毛

1分
弐
屈
五
毛

上上上上

内
米
壱
升
去
亥
増

申
才
子
迄
五
ケ
年
平
均

へ先)｢四ス

｣

米
式
官
弐
拾
八
石
六
斗
九
升
四
合

一
畑
弐
反
分

此
取
米
八
升
弐
合
去
亥
同

一
畑
壱
反
七
畝
分

此
取
米
八
升
五
合
去
玄
同

定
納
物

一
永
四
拾
五
文

一
永
壱
貫
首
四
拾
六
文
九
分

一
米
四
斗
三
升
六
合

一
米
壱
石
四
斗
五
升
三
合

1
永
壱
質
八
百
拾
六
文
四
分

外

一
永
百
五
拾
文
去
亥
同

一
永
弐
貰
弐
百
五
文
弐
分

内
永
三
百
七
拾
九
文
弐
分
去
亥
増

一
永
拾
五
貰
六
百
弐
拾
九
文

一
永
首
文

納
合
蓋

琵

怨

讐

諾

分

高
三
ツ
壱
分
四
厘
八
毛

(
火
)
｢弟
引
奄
毛
不
足
｣

丑
切
開見

取

但
反
四
升
壱
合

宋
鑓

見

取

但
反
五
升

銅

銭

山

役

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

年

品

卵

胞

役

石
同
断

万

姶

役

亥
才

卯
迄
五
ケ
年
季

出

物

分

一

酉
感

賞

が

永

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

1
山
川
水
口
川
横
川
高
淑
川
平
野
川
迅
川
除
井
田
水
垢
御
普
請
所
拾
ヶ
所

一
一
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

検
見
取

一
高
弐
百
弐
拾
壱
石
八
斗
三
升
六
合

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
三
拾
弐
里

瓜

生

野

村

内
高
七
石
四
斗
四
升
八
合

新
田

内
醒

票

詣

粁

弐
合

前
晶

欠
山
崩
石
砂
入
引

前
･J
御
蔵
敷
溝
代
引

小
以
高
拾
六
石
六
斗
四
升
六
合

残
高
弐
首
五
石
壱
斗
九
升

毛

附

此
取
米
六
拾
七
石
三
斗
八
升
四
合
譜

1T
lti
l㌍

請

四
毛

外
米
四
石
八
升
九
合
去
亥
減

一
永
五
貫
弐
百
五
拾
文

一
永
七
百
三
拾
七
文

納
合
禦

発

語

糾
1T競

売

亥
才

卯
迄
五
ヶ
年
革

出

物

分

】

右
同
年

串築

道

上

申
息

子
迄
五
ケ
年
平
均

米
六
拾
六
石
四
斗
三
合

定
納
物

一
米
弐
升
五
合

一
永
拾
壱
文
弐
分

一
永
首
拾
文
四
分

一
米
壱
斗
三
升
三
合

一
米
四
斗
四
升
四
合

一
永
五
百
五
拾
四
丈
六
分

外

申酉戊亥
四七九壱
分分屈分
壱弐弐八
庄屋宅原
四 四
毛 毛

下上上下

高
弐
ツ
九
分
九
厘
三
毛

(栄
)
｢差
引
壱
宅

過
｣

茶
畑
上
木
年
貢

椿

役

御

菜

役

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

鰍
錯

羽
守
殿
穿

分
郷

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
遠

望

拾
出

〓
南
五
百
七
拾
四
石
九
斗
四
升
四
合
五
勺
三
才

北

江

問

村

内
高
弐
石
九
斗
八
升
三
令

新
田

高
三
石
壱
升
四
合

前
･J
溝
代
堤
敷
引

高
五
斗
壱
升
六
合

前
ミ

川
欠
山
崩
石
砂
入
引

内

去
亥
才

引
続

高
五
拾
石
四
斗
九
升
五
合

当
子

虫

付

水
腐
皆
無
引

高
拾
壱
石
八
斗
六
升
七
合

当
子
虫
付
水
腐
皆
無
引

小
以
高
六
拾
玉
石
八
斗
九
升
弐
合

残
高
五
百
九
石
五
升
弐
合
五
勺
三
才

毛

附

此
取
米
九
拾
八
石
弐
斗
弄

九
合
譜

か
詣

聖

胎
内

外
米
拾
玉
石
七
斗
九
升
四
合
去
亥
城窯

鮒
靴
票

鶴

酉
壱
分
七
厘
五
毛

申
三
分
八
厘
九
毛

申
唐

子
迄
五
ケ
年
平
均

米
百
六
石
四
斗
六
升
九
合

高
壱
ツ
八
分
玉
屋
弐
毛

下上下下



一
田
六
畝
廿
三
分

此
減
米
な
し

去
亥
才
引
統

当
子
虫

付
水
腐
皆
無
引

巳
改

見

取

此
取
米
八
石
八
斗
五
升
六
合

外
米
三
斗
去
亥
渦

高
弐
ツ
三
分
四
度
弐
毛
余

一
畑
壱
反
七
畝
拾
六
分

此
取
米
八
升
八
合
去
亥
同

定
納
物

一
米
三
斗
四
升
五
合

認

諾

露

軌
琵

諾

監

約
三
才

一
米
五
斗
七
升
八
合

畑
管

同
断

∵
氷
七
百
弐
拾
弐
文
七
分

外

一
米
五
斗
四
升
去
亥
同

丑
改

見

取

但
反
五
升

御
伝
馬
宿
入
用

助
御
適

か
離

小

御
蔵
前
入
用

年
JV
南
下箱

根
山
手
役

ゆ

ふ

子迄五
ケ
年
平
均

(欠
)

米八石
三
斗
七
升
七
合
｢弐
ス
｣

一
田
壱
町

六反七
畝
拾
弐
分

高
弐 申酉成亥
ツ 壱八四七

… 董 重量厘竃

毛 下上上下

納
合
既

訳

票

糾
累

1
諾

馴
票

淋
〆
切
石
塔
玖
慧

門
北
江
間
南
江
間

一
用
水
路
溜
井
御
普
請
所

一
掛
樋
自
普
請
所

弐
ヶ
所

六
ヶ
所

壱
ヶ
所

内
九
反
弐
畝
九
分

残
七
反
五
畝
三
分

此
取
米
七
斗
四
合

外
米
弐
升
弐
合

1
畑
五
反
五
畝
九
分

此
取
米
壱
斗
九
升
四
合
束
亥
同

定
納
物

一
米
弐
升
三
合

一
米
七
升
六
合

一
永
九
拾
四
文
五
分

納
合
加
地
飲

料
宗

三
合

去
亥
才

引
統

当
子

虫

付

皆
無
引

去
亥
拭

但
反
九
升
四
合
内

見

取

但
反
壱
升
五
合

御
伝
馬
宿
入
用

六
尺
給
米

御
蔵
前
入
用

検
見
取

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
江
道
法
三
拾
三
里

〓
些

1拾
七
石
八
斗
壱
升
三
合

(朱
)
r甜
喝

も

上
修
善
寺
村
新
田

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸
才

道法三拾
弐里

水
野
出
羽
守
殿
銅
分

河

内

村



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

一
御
林
九
拾
町
三
反
七
分

小
以
高
四
千
百
九
拾
九
石
四
斗
弐
升
弐
合
五
勺
三
才

弐
ヶ
所

伊
豆
国

君

沢

郡

内
高
弐
百
三
拾
五
石
壱
斗
七
升
弐
合

新
田

前
AJ
御
新
米
田
道
代
満
代
溜
井
敷

高
弐
百
弐
捨
石
九
斗
四
升
三
合

堰
代
堀
代
御
殿
地
陣
屋
敷
郷
蔵
敷

御
伝
馬
役
昆
敷
引

高
四
拾
八
石
三
斗
七
合

評

馴
新

城
柑

石
砂
人
波
欠

内
高
五
捨
石
四
斗
九
升
五
合

妻

系

統

当
子
虫

付
水
腐
皆
無
引

高
拾
壱
石
八
斗
六
升
七
合

当
子
虫
付
水
腐
皆
無
引

小
以
高
三
育
三
拾
壱
石
六
斗
壱
升
弐
合

残
高
三
千
八
百
六
拾
七
石
八
斗
壱
升
五
勺
三
才

此
取
米
千
百
五
捨
石
壱
斗
四
升
七
合
四
勺

外
米
八
拾
弐
石
五
斗
三
升
三
合

去
亥
減

(朱
筆
)

｢
班

毎

辞

欝

升
九
合
｣

内
管
合

寄
不
足

二

八

外
米
弐
升
弐
合

去
亥
減

一
畑
八
町
六
畝
弐
分

此
取
米
四
石
四
升
七
合
去
亥
同

定
納
物

1
米
壱
石
壱
斗
弐
升
九
合

一
永
壱
貫
三
富
拾
三
文
五
分

一
米
弐
石
五
斗
弐
升

(
a

)

｢
内

壱

合

寄
不
足
｣

譜

軍

畑
霜

誓

票

讃

贈
合
五
勺
三
才

一
米
弐
石
六
斗
六
升
三
合

譜

右
同断

一

永
三
貫三百
弐
拾
八
文
九

分

(朱)
｢内壱
分

寄
不
足
｣

一
御
林
九
拾
町
三
反
口
分

一
往
還
松
杉
並
木
八
拾
八
町
五
拾
三
間

見

取

茶
畑
土
木
年
貢

鯛

銭

措

役

御
菜
役
山
役

御
伝
馬
宿
入
用

.=･..I:;

･｡r1
.
-7･i;
.+

_･1･_

御
蔵
前
入
用

(栄
)

弐
ヶ
所
｢鵠

｣

六
ヶ
所

一
田
弐
町
弐
反
弐
畝
廿
分

内
九
反
九
畝
弐
分

残
壱
町
弐
反
三
畝
拾
八
分

見

取

去
亥
才

引
統

当

子
虫

付
水
腐
皆
無
引

此
取
米
壱
石
弐
斗
≡
升
七
合

内
八
町
弐
拾
間

外

一
米
弐
捨
石
四
斗
七
升
去
亥
同

寄
計私

領

谷
田
村
分
入

牢
JV
高
下

(朱
)

箱

根

山

手
役

r詣

間
｣



1
永
壱
貫
三
文

一
永
百
五
拾
文
去
亥
同

一
永
弐
貫
弐
百
五
文
弐
分

内
永
三
百
七
拾
九
文
弐
分
去
亥
増

謡

弐
貫
七
同
文

一
永
弐
百
三
拾
八
丈

丁
氷
弐
百
五
拾
文

一
永
弐
百
四
拾
壱
文

一
永
弐
百
四
文
六
分

1
永
四
百
七
拾
九
文

一
永
四
百
拾
弐
文

一
永
四
百
拾
弐
文

(栄
)

酒
造
冥
加
永

｢三
嶋
｣

年

～
高
下

(朱
)

鉄

地

役

｢土

肥
｣

右

同
断

(朱
)

万

般

役

｢同
｣

酉
噸

雛

妨

年
188
r御
(誠

｣

(朱
)

右
相

野

運

上

三

嶋
｣

亥
才
卯
迄
五
ケ
年
季

(朱
)

右

四

貫

｢同
｣

兼

才
丑
迄
七
ケ
年
季

(朱
)

右

同

断

｢同
｣

酉

才
丑
造
五
ヶ
年
串

(朱
)

右

同

断

｢同
｣

申

才
子
迄
五
ケ
年
季

(朱
)

右

同

断

｢同
｣

酉

才
丑
迄
五
ケ
年
季

(朱
)

右

同

断

｢同
｣

右

同
年
季

(朱
)

右

同

断

｢同
｣

一
永
七
百
三
拾
七
文

一
永
五
貫
弐
百
五
拾
文

講

拾
七
貫
文

7
亜

ハ
拾
八
要

1
永
拾
五
貫
六
百
弐
拾
九
文

1
永
弐
貫
七
百
文

一
永
古
文米

千
百
八
拾
弐
石
弐
斗
壱
升
三
合
四
勺

亥
才
卯
迄
五
ヶ
年
寧

(
朱
)

染

運

上

｢瓜
生

空
(朱
)

右
喝

桝

谷
二

｢同
J

亥
郎

舶

妨

年
で

重

(始
｣

右

同
年
季

T重
(諺

如
所

謂
空

井

｡

三

井

長

須
｣

日､
町

-.fS:.''1&

.T
T

成
才
究
迄
五
ケ
年
季

(朱
)

質

屋
株

冥
加
永

｢三

嶋
｣

酉
報
道

ケ
鵬

｢土

(適
｣

納
合

(F
ie
)米
審

禁

足
J

永
盲
弐
拾
弐
芸
二
百
五
拾
三
文

弐
分

(朱
)

｢
内

永

壱
分

寄
不
足
｣

7

年

冥

割

付

年
貢
割
付
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
史
料
と
は
性
格
が
異
な
り
'
代
官
所

･
預
所
か
ら
勘
定
所
へ
進
達
す
る
こ
と
は
な
い
｡
ま
た
年
貢

割
付
状
は
通
常
相
当
量
が
残
存
し
て
お
り
'
そ
の
意
味
も
性
格
も
は
ば
明
ら
か
で
あ
る
｡
た
だ
支
配

･
地
域

･
年
代
に
よ
っ
て
そ
の
様
式

(1
)

や
書
式
は
大
い
に
異
な
り
'
そ
の
比
較
検
討
は
是
非
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

が
'

本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
後
日
に
譲
り
た
い
｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

二

九



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

(
2

)

幕
府
領
の
年
貢
割
付
の
説
明
は
'
ま
た

『地
方
凡
例

録

』

に
ま
か
せ
た
い
｡

一

割
付
免
状
之
事

(附
'
略
)

一
二
〇

割
付

･
免
状
と
も
に
百
姓
上
納
年
貢
の
目
録
に
し
て
､
上
方
と
関
東
に
て
は
名
目
達
ふ
な
り
'
関
東
に
て
は
割
付
と
云
ひ
'
駿
河

よ
り
上
方
筋

･
中
国

･
西
国
方
に
て
は
免
状
と
唱
へ
'
又
国
に
よ
り
下
札
と
云
処
も
あ
り
､
何
れ
も
古
来
よ
り
其
処
の
云
習

ハ
L
に

て
唱
の
違
ふ
の
ミ
'
別
の
物
に
は
あ
ら
ず
､
割
付
と
云
は
田
畑
上

･
中

･
下
の
反
別
に
'
取
米
永
を
割
付
て
取
立
と
云
こ
と
な
り
'

又
免
状
と
云
は
古
き
詞
に
て
'
是
程
年
貢
に
納
む
べ
L
t
其
余
は
首
姓
の
取
分
に
免
し
遣
る
と
云
こ
と
成
べ
L
t
前
条
に
も
記
す
厘

付
の
こ
と
を
免
と
云
と
同
儀
な
り
'
上
よ
り
下
さ
る
ゝ
免
を
記
し
た
る
書
付
と
云
意
に
て
'
免
状
と
唱
ふ
る
と
も
云
り
'
下
札
と
云

ほ
料
所
に
は
な
く
'
遠
国
の
私
領
等
に
て
下
札
と
云
処
も
あ
る
由
な
れ
ど
も
'
其
謂
れ
解
せ
ず
'
按
ず
る
に
料
所
の
割
付

･
免
状
の

様
に
'
高
反
別

･
田
畑
の
分
ち
等
を
巨
細
に
記
さ
ず
'
納
む
べ
き
米
金
辻
を
記
し
'
免
計
り
を
付
て
村
々
へ
渡
す
処
も
あ
り
て
'
是

は
下
札
の
様
な
る
端
書
ゆ
へ
'
下
札
と
唱
ふ
る
成
べ
L
t
又
先
輩
小
宮
山
氏
の
按
に
は
'
免
状
と
同
意
に
て
'
上
よ
り
下
さ
る
ゝ
年

貢
の
書
付
と
云
意
な
る
べ
L
と
あ
り
'
料
所
に
て
も
割
付

･
免
状
未
だ
出
来
ざ
る
以
前
は
'
仮
免
状
と
云
て
'
検
見
済
取
箇
極
れ

ば
､
先
約
む
べ
き
米
永
辻
計
り
を
端
書
に
書
付
'
役
所
の
押
切
に
て
渡
し
､
米
持
へ
を

一
斉
に
さ
せ
ず
し
て
追
々
に
取
立
て
'
割
付

･
免
状
は
'
追
て
出
来
次
第
春
に
も
な
り
て
渡
す
'
関
東
に
て
も
'
是
は
仮
割
付
と
は
云
わ
ず
仮
免
状
と
唱
る
な
り
､
右
の
下
札
は

即
ち
仮
免
状
同
然
な
り
'
遠
国
の
私
領
ゆ
へ
'
其
年
の
納
む
べ
き
米
銀
辻
さ
へ
知
れ
ゝ
は
済
む
心
得
に
て
'
地
頭
も
村
方
も
夫
成
に

致
し
置
こ
と
ゝ
見
へ
た
り
'
右
に
も
記
す
ご
と
く
割
付
郷
帳
は
'
後
年
他
領
他
村
田
地
米
金
等
の
儀
に
付
'
万

一
公
事
出
入
等
の
起

る
と
き
は
証
拠
に
も
成
べ
き
大
切
の
品
な
れ
ば
'
仮
令
私
領
遠
国
た
り
と
も
'割
付
免
状

ハ
吃
皮
巨
細
に
書
分
け
'重
役
人
調
印
に
て

渡
し
置
た
き
こ
と
な
り
'
右
割
付

･
免
状
の
認
方
及
び
振
合
は
'
其
国
共
支
配
の
引
付
に
て
一
定
せ
ず
と
云
ど
も
'
其
大
概
を
以
て



末
に
出
す
'

但
し
､
割
付

･
免
状
と
も
に
検
見
取
な
れ
は
年
々
に
渡
り
'定
免
村
は
切
替
の
初
年
渡
す
と
き
'奥
文
言
に
高

･
取
米
永
増
減
な
き

に
於
て
は
'
定
免
中
は
此
割
付
を
用
ゆ
べ
き
旨
を
番
人
て
相
法
L
t
相
違
な
け
れ
ば
年
々
渡
す
に
及
ば
ず
'
破
免
ハ
勿
論
'
損
地

あ
る
か
起
返
あ
る
か
'
或
は
小
物
成

･
諸
運
上
に
増
減
あ
り
て
'
少
々
に
て
も
高

･
取
米
永
に
増
減
あ
る
年
は
'
定
免
中
に
て
も

割
付
相
渡
す
'
凡
て
割
付
村
方
へ
渡
れ
ば
'
村
中
長
官
姓

･
五
人
組
判
頚
等
を
名
主
元
へ
呼
出
し
'
割
付
を
拝
見
致
さ
せ
'
拝
見

証
文
と
て
'
割
付
篤
と
拝
見
承
知
任
侠
'
然
る
上
は
割
付
通
り
期
月
ま
で
吃
度
皆
済
可
l
仕
旨
の
証
文
を
認
め
'
惣
盲
姓
連
印
の

書
付
を
名
主
元
へ
取
置
き
'
代
官
役
所
に
於
て
も
写
に
付
'
村
役
人
ど
も
の
奥
印
を
取
置

べ
き
こ
と
也
'

こ
こ
で
敢
え
て
年
貢
割
付
に
言
及
す
る
の
は
'
郷
帳

･
皆
済
目
錠
と
と
も
地
方
三
帳
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
｡
代
官
所
で
は
取
箇

.帳
に
基
づ
き
年
貢
割
付
状
を
村
方
に
発
行
す
る
が
'
取
箇
帳
は
村
ご
と
で
な
く
国
郡
単
位
で
作
ら
れ
'
村
ご
と
の
取
箇

一
村
限
帳
で
も
取

箇
増
の
村
に
つ
い
て
は
作
帳
し
な
い
か
ら
へ
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
代
官
所
に
は
年
貢
割
付
状
の
元
帳
と
も
い
う
べ
き
帳
辞
が
作
ら
れ
た
の

(3
)

で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
飛
騨
郡
代
高
山
陣
屋
文
書
の
日
録
に
は
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
当
た
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
｡
し

(4
)

か
し
江
川
家
文
書
に
は
た
と
え
は

｢辰
免
定
元
帳
｣
と
か
幕
末
期
の

｢割
付
下
｣
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
｡
問
題
は
'
検
見
終
了
後
作

帳
さ
れ
る
仮
仕
出

･
皆
無
仕
出
を
元
に
下
組
帳
が
作
成
さ
れ
'
取
箇
帳
の
作
帳
に
か
か
る
と
と
も
に
仮
免
状
が
村
方
に
発
行
さ
れ
る
が
'

下
組
帳
と
割
付
下
と
が
同

一
の
も
の
と
決
定
す
る
史
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
割
付
は
割
付
状
と
同

一
の
内
容

(数
字
ま
で
)
で
あ
る
こ
と
は
一
'
二
の
例
で
確
か
め
て
あ
る
｡
と
に
か
く
割
付
下
は
村
ご
と
の
割
付
状
の
台
帳
で
あ
っ
て
'
張
紙
を
用
い
て

数
年
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
｡

年
貢
割
付
に
つ
い
て
は
炉
型
的
書
式
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
参
考
史
料
も
掲
げ
な
い
こ
と
と
す
る
.

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)
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(
1
)

こ
の
よ
-
な
視
角
か
ら
の
論
稿
と
し
て
､
荒
居
英
次

｢年
貢
割

付
状
の
成
立
｣
(『古
文
書
研
究
』
四
号
)
が
あ
る
｡

一二
二

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
七
四
-
七
六
ペ
ー
ジ
｡

岐
阜
県
立
図
書
館
所
蔵
｡

弘
化
元
年
以
降
ど
の
辰
年
か
今
明
ら
か
に
し
え
な
い
｡

8

取

.
箇

帳

取
箇
帳
は
田
方
検
見
終
了
後
'
代
官
が
取
箇
を
決
め
勘
定
所
へ
提
出
'
経
伺
す
る
帳
簿
で
あ
る
｡

1
郡
限
り
に
定
免

･
破
免
∵
検
見
に

区
分
L
t
田
畑
本
途

･
反
高

･
見
取
と
も
取
米
永
に
厘
を
付
し
'
外
納
物
は
載
せ
な
い
｡
そ
し
て
前
年
よ
り
十
か
年
以
前
ま
で
の
毎
年
の

取
米
永
と
の
差
引
増
減
を
記
し
て
取
箇
の
高
下
を
見
'
国
限
り

･
一
支
配
所
総
計
を
付
す
｡
享
保
期
以
降
は
代
官
検
見
終
了
帰
府
後

(遠
国

は
帰
陣
後
)
三
十
日
以
内
に
提
出
す
る
定
法
で
あ
る
｡
勘
定
所
で
は
取
箇
方
に
お
い
て
'
前
年
よ
り
減
少
多
け
れ
は
取
箇
増
を
つ
け
る
な
ど

(1
)

取
箇
吟
味
を
行
な
っ
て
代
官
に
達
し
'
代
官
は
請
書
を
出
し
て
取
箇
帳
に
基
づ
き
割
付
や
郷
帳
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
｡
『
地
方
凡
例
録
』

の
同
項
の
説
明
を
左
に
引
用
し
よ
う
｡

7

取
箇
帳
は
租
税
の
元
な
り
'
田
方
検
見
致
し
'
取
箇
を
極
め
之
を
記
す
'
勿
論
定
免
村
に
て
取
箇
増
減
な
く
と
も
之
を
載
せ
'
前

年
の
取
箇
の
増
減
を
記
し
'
井
に
前
年
よ
り
跡
四
箇
年
分
取
米
永
と
差
引
増
減
を
記
す
'
其
前
六
箇
年
分
は
下
げ
札
に
し
て
記
し
'

都
合
拾
箇
年
分
の
取
箇
の
高
下
を
見
す
る
な
り
'
尤
も

1
村
限
に
認
る
に
は
あ
ら
ず
'

1
郡
限
り
定
免
･破
免
･検
見
取
と
三
ロ
に
分

け
'
厘
を
付
て
田
畑
本
途
見
取
と
も
之
を
載
せ
'
外
納
物
は
載
せ
ず
'

一
支
配
限
り
惣
寄
を
し
て
勘
定
所
へ
差
出
す
'
左
す
れ
ば
勘

定
所
に
於
て
御
取
箇
方
之
を
改
め
'
取
箇
の
高
下
を
論
じ
'
検
見
取

･
破
免
の
分
へ
前
年
よ
り
減
じ
多
け
れ
ば
相
増
す
べ
き
旨
再
応

代
官
へ
達
し
'
拠
な
け
れ
ば
引
戻
し
と
て
少
々
取
箇
を
増
て
差
出
す
､
然
れ
共
村
方
は
最
初
代
官
の
取
極
匿
た
る
取
箇
な
れ
ば
'
多

分
の
増
は
成
難
し
'
仮
令
何
程
吟
味
強
く
と
も
'
代
官
の
目
鑑
を
以
て
桂
た
る
取
箇
な
れ
ば
'
増
べ
き
筋
は
な
け
れ
ど
も
'
少
も
増

ざ
れ
は
勘
定
所
吟
味
の
詮
も
な
く
､
取
箇
帳
い
つ
迄
も
済
ざ
る
ゆ
へ
是
非
な
-
少
々
増
こ
と
あ
り
'
若
し
村
方
に
て
増
難
け
れ
ば
'



拠
な
-
代
官
に
て
弁
納
す
る
こ
と
も
あ
り
'
右
吟
味
済
'
何
の
通
り
取
箇
相
柾
た
る
旨
'
勘
定
組
頭
よ
り
口
達
あ
り
て
訪
日
を
出
す

こ
と
な
り
'
都
て
郷
帳
割
付
と
も
比
取
箇
を
元
に
し
て
仕
立
'
共
年
の
納
所
の
元
に
成
こ
と
ゆ
へ
'
至
て
大
切
の
帳
面
な
り
'
公
儀

井
に
諸
侯
其
外
語
旗
本
に
て
も
'
家
禄
の
元
に
成
る
地
方
第

一
の
帳
面
な
れ
ば
'
柳
か
疎
か
に
す
べ
か
ら
ず
'
帳
面
の
仕
組
方
末
に

記
す
'

但
旗
本
は
勿
論
'
諸
侯
方
に
て
も
此
帳
面
な
く
'
其
年
の
取
箇
割
付
を
元
と
し
て
'
納
り
高
何
程
と
知
る
家
も
あ
り
'
併
し
是
は

甚
だ
宜
し
か
ら
ざ
る
仕
方
な
り
'
取
箇
帳
は
家
禄
の
根
元
な
れ
ば
必
ず
有
度
こ
と
な
り
'
高
崎
領
ハ
右
に
似
寄
た
る
取
伍
の
元
を

記
す
帳
面
緊

縛
あ
り
て
'
其
年
の
取
箇
極
り
た
る
上
'
年
々
の
厘
付
帳
を
漁
へ
'
会
所
に
於
て
年
寄
井
に
勝
手
方
列
席
へ
差
出
し

一
覧
あ
り
'
取
箇
相
済
む
上
は
勝
手
方

･
地
方
掛
り
の
者
へ
料
理
を
給
わ
る
旧
例
な
り
'
外
諸
侯
方
に
て
も
取
箇
極
れ
ば
'
免
振

舞
と
て
掛
り
の
面
々
へ
料
理
の
出
る
家
も
あ
る
由
也
'

(中

略
)

｢

取
箇
帳
'
前
々
は
十

一
月
限
り
に
差
出
す
定
法
た
れ
ど
も
'
国
処
に
よ
り
検
見
旬
遁
-
'
十

一
月
中
旬
ま
で
掛
る
も
あ
り
て
'
十

一
月
中
に
帳
面
仕
立
出
来
兼
る
に
付
'
享
保
年
中
よ
り
代
官
検
見
済
'
帰
府
後
三
十
日
限
り
'
遠
国
は
陣
屋
へ
帰
り
三
十
日
限
り
差

出
す
べ
き
旨
の
定
法
に
成
る
'
若
し
出
来
来
る
子
細
あ
り
て
延
引
に
及
ぶ
時
は
'
取
箇
方
へ
日
延
を
申
立
る
こ
と
な
り
'

(2
)

取
箇
帳
は
'
用
紙
西
の
内
袋
昂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
'
寸
法
に
極
ま
り
は
な
い
｡
『勤
要
集
』
に
は
用
紙
厚
程
村

･
上
西
之
内
ま
た

は
程
村
'
増
減
差
引
下
ケ
札
は
美
濃
紙
を
用
い
'
郡
限
り
･
国
限
り
お
よ
び
反
高

･
見
取
寄
へ
見
出
し
紙
を
付
け
る
と
し
て
い
る
｡
弘
化

(3
)

元
年

(
一
八
四
四
)
の

｢役
所
用
紙
位
下
之
義
二
付
伺
召
｣

に
よ
れ
は
'
取
箇
帳
は
郷
帳
と
と
も
に
上
西
之
内
か
ら
下
西
之
内
に
位
下
げ

に
な
っ
て
い
る
か
ら
'
そ
れ
以
前
は
一
般
に
上
西
之
内
航
を
使
用
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

(4
)

取
箇
帳
と

1
緒
に
提
出
す
べ
き
召
類
と
し
て

『
徳
川
慕
府
県
治
要
略
』
が
例
に
掲
げ
る
も
の
は
､
御
取
箇
三
拾
三
ヶ
年
差
引
帳

･
御
取

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
錠
の
体
系

(大
野
)
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史
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一
二
四

箇
増
減
仕
訳
書

･
免
直
起
返
其
外
取
計
侯
趣
中
上
侯
書
付

･
検
見
御
取
箇
減

一
村
限
帳

･
破
免
御
取
箇
減

1
村
限
帳

･
損
地
之
義
中
上
候

書
付

･
御
取
箇
之
義
に
付
中
上
侯
書
付
の
七
種
で
あ
り
'
取
箇
帳

(御
取
箇
日
録
)
と

l
緒
に
西
の
内
紙
袋
に
入
れ
'
添
付
書
炉
も
併
せ
て

表
告
を
L
t
小
捻
紙
に
て
上
部
を
結
ぶ
｡
こ
れ
に
対
し

『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』
が
あ
げ
て
い
る
も
の
は
'
三
拾
三
ケ
年
取
米
増
減

差
引
帳

･
何
国
何
郡
寛
政
七
年
起
返
田
畑
免
直
之
儀
中
上
侯
書
付
の
三
種
'
『勤
要

集
』
で
は
'
三
拾
三
ケ
年
取
米
増
減
差
引
帳

･
御
取

箇
五
ケ
年
平
均
増
減
帳
の
二
田
は
取
箇
帳
と

f
緒
に
袋
に
入
れ
'
外
に
'
御
取
箇
之
儀

二
付
中
上
侯
書
付

･
起
返
之
儀

二
付
中
上
侯
喜
付

･
御
取
箇
増
減
仕
訳
書

･
破
免
之
儀
二
付
書
付

･
御
取
箇
減

↓
村
限
帳
の
五
種
を
半
紙
帳
に
て
作
成
し
､
袋
に
入
れ
て
提
出
す
る
と
し
て

い
る
｡
具
体
例
と
し
て
は
後
に
引
用
し
た

〔史
料
8
〕
の
裏
表
舵
に
'
外
に
'
三
拾
三
ヶ
年
当
寅

(文
政
元
年
)
取
米
永
差
引
帳

･
文
化
三

共
年
起
返
当
寅
免
上
書
付

･
当
寅
御
取
箇
増
減
仕
訳
帳
の
三
冊
が
附
属
書
塀
と
し
て
同
時
に
提
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
ま
た
同
じ
-

江
川
家
文
書
の

｢天
保
五
年
武
蔵
相
模
伊
豆
駿
河
国
当
午
代
検
見
御
取
箇
目
録
｣
の
裏
表
武
に
は
'
111拾
三
ヶ
年
当
午
取
米
永
差
引
帳

･

文
政
五
午
年
起
返
当
午
免
上
書
付

･
当
午
取
下
場
免
直

一
村
限
仕
出
帳

･
当
午
荒
地
起
返

一
村
限
仕
出
帳

･
当
午
御
取
箇
増
減
仕
訳
帳

･

当
年
御
取
箇
減
米

一
村
限
帳
(以
上
各
l
冊
)
･
当
午
御
取
箇
之
儀
二
付
中
上
侯
書
付

(
1
通
)
の
七
種
の
書
類
名
が
付
記
さ
れ
て
い
る
.

附
属
書
類
の
う
ち
三
拾
三
ヶ
年
増
減
差
引
帳
の
例
と
し
て
､

〔史
料
9
〕
に

｢飛
騨
国
当
戊

(文
久
二
年
)
御
取
箇
三
拾
三
ヶ
年
増
減
差

(5
)

引
帳
｣
を
末
尾
LJ掲
げ
て
お
い
た
.

と
こ
ろ
で
御
取
箇

1
村
限
り
帳
は
宝
暦
九
年

(
T
七
五
九
)
三
月
二
十
<
日
の
廻
状

で
'
定
免

･
破

免
お
よ
び
去
年
よ
り
取
箇
減
ま
た
は
去
年
通
り
取
箇
附
の
村
々
は
残
ら
ず

T
村
限
り
仕
出
し
'
以
後
差
出
す
よ
う
雛
形
と
も
に
達
せ
ら
れ

て
い
る
｡
つ
ま
り

T
合

1
勺

1
才
で
も
増
し
た
村
は
除
き
'
他
の
村
は
全
て
書
き
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

一
村
限
取

箇
帳
は
こ
の
時
に
創
始
さ
れ
た
訳
で
は
な
-
'
享
保
十
三
年

･
同
十
九
年

(
一
七
二
八
･
三
四
)
に
同
帳
が
勘
定
所
へ
提
出
さ
れ
た
事
例
は

(6
)

次
の
史
料
で
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

(前

略
)



1
去
ル
申
年
(享
保
十
三
年
)'

一
村
限
御
取
箇
帳
'
御
勘
定
所
江
被
差
出
供
得
共
'
村
々
盛
衰

二
而
､
此
節

ハ
高
下
も
可
有
之
供
'
井

上

一
村
限
之
御
取
箇
的
当
不
致
所
も
有
之
様
二
被
存
侯
間
'
御
代
官
所
之
分
遂
再
吟
味
'
一
村
限
之
御
取
箇
帳
可
被
差
出
供
'
尤

此
度

二

村
限
二
可
承
届
侯
間
'
村
柄
之
様
子
免
附
之
訳
大
概
､
是

ハ
書

1
村
限
二
認
､
縦
御
取
箇
可
増
村
方
も
急
二
難
上
分

ハ
'
何
ヶ
年

二
可
上
訳
又
ハ
免
可
引
下
村
方
之
分
も
其
子
細
相
認
可
被
申
候
'
右
御
取
箇
之
高
下
兼
而
可
被
考
監
事

二
供
'
無
左

村
方
も
遂
吟
味
'
当

(享
保
十
九
年
)
六
月
迄
之
内

一
村
限
帳
面
可
差
出
供
'
尤
定
免
二
而
不
被
致
検
見
御
取
箇
之
的
当
相
決
か
た

き
分

ハ
'
当
秋
縦
損
毛
無
之
供
共
､
村
々
相
廻
り
見
分
之
上
御
取
箇
相
考
(

一
村
限
帳
面
可
被
差
出
侯
'
其
分
ハ
此
度
被
差
出
焼

1
村
限
帳
面
:
共
訳
書
記
置
'
当
秋
披
見
以
後
'

1
村
限
帳
面
可
被
差
出
侯
'
遠
国
住
宅
之
分

ハ
元
〆
手
代
可
被
差
下
供

(後

略
)

次
に

『勤
要
集
』
が
記
す
御
取
箇
突
含
蓄
煩
は
'
定
免

1
村
限
色
直
帳

･
前
年

(前
年
取
箇
帳
)
･
高
反
別
帳

･
検
見
減
米
仕
出
帳

･
起

返
仕
出
帳

･
割
付

･
検
見
下
組
帳

･
見
取
下
組
帳

･
高
入
新
田
下
組
帳

･
定
免
切
替
伺
召

･
定
免
年
季
明
検
地
小
前
十
分

T
l
不
当

一
村

限
仕
出
帳
で
あ
る
｡

さ
て
取
箇
帳
は
下
勘
定
所
の
御
取
箇
方
の
差
出
方
取
扱
で
あ
る
が
'
提
出
さ
れ
た
取
箇
帳
は
御
高
帳
の
高
と
合
わ
せ
る
｡
こ
の
高
は
恐

ら
く
元
禄
あ
る
い
は
天
保
の
極
高

(古
-
は
正
保
高
と
推
測
さ
れ
る
)
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
村
鑑
大
概
帳
の
本
高
記
載
法
か
ら
煩
推
し
て
大

過
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
か
ら
取
米
に
つ
い
て
は
五
か
年

･
十
か
年

二

一十
か
年
の
下
札
で
増
減
を
見
'
十
か
年
の
内
で
増
が
多
け
れ
ば
宜
し

い
と
す
る
｡
た
だ
し
十
か
年
皆
増
は
'
と
く
に
明
和
以
降
の
そ
れ
は
取
箇
決
定
が
必
ら
ず
L
も
宜
し
く
な
い
と
し
て
い
る
｡
ま
た
増
方
少

な
い
場
合
は
二
度
も
三
度
も
引
戻
を
行
な
う
の
で
あ
る
｡
つ
い
で
取
箇
が
極
ま
れ
ば
掛
紙
を
も
っ
て
一
村
限
帳
の
取
米
永
を
直
さ
せ
'
荒

(7
)

地

･
起
返
田
畑
吟
味
を
も
行
な
う
｡

取
箇
帳
の
創
始
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
前
掲

『地
方
凡
例
録
』
の
記
事
か
ら
享
保
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
が
'
貞
享
四

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

一
二
五



史
料
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1
二
六

(8
)

午

(
一
六
八
七
)
の

｢御
勘
定
組
頭
井
御
代
官
可
心
得
御
書

付
｣
に
は
､
御
歳
入
の

｢御
取
箇
差
出
帳
｣

は
毎
年
十

一
月
を
限
り
勘
定
所

へ
差
上
ぐ
べ
く
､
そ
う
で
な
い
時
は
そ
の
趣
を
勘
定
所
へ
断
わ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
貞
享
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き

る
｡
恐
ら
く
は
幕
領
支
配
確
立
期
に
始
ま
っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
｡

(
9
)

取
箇
帳
の
提
出
期
月
は
貞
享
四
年
は
前
記
の
よ
う
に
十

一
月
'
享
保
元
年
に
は
勘
定
所
よ
り
差
図
の
日
限
と

し
て

月
日
を
明
記
せ
ず
'

『地
方
凡
例
録
』
で
は
享
保
以
降
検
見
終
了
帰
府
後
三
十
日
限
り
と
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
検
見
終
了
後
取
箇
帳
作
成
に
日
数
が
か
か
り
'

度
々
催
促
し
て
も
延
引
し
て
取
箇
吟
味
が
翌
春
に
持
ち
越
す
こ
と
に
な
る
の
で
'
延
享
三
年

(
一
七
四
六
)
二
月
八
日
'
検
見
出
立
帰
着

(10
)

の
届
書
を
代
官
か
ら
差
出
さ
せ
'
帰
着
後
三
十
日
限
り
を
励
行
す
る
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
｡
以
後
同
様
の
申
し
渡
し
は
'
宝
暦
八
年

(12
)

(13
)

(
石

五
八
)
節

,
天
保
二
年

(
1
<
1二
1
)
二
月
二
十
四
日
,
同
九
年
に
あ
る
が
,
勘
定
所
と
し
て
は
取
箇
決
定
が
遅
れ
れ
ば
年
貢
割
付

ひ
い
て
は
皆
済
に
も
支
障
が
出
て
-
る
の
で
当
然
の
申
し
渡
し
で
あ
ろ
う
｡
な
お

『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』
に
よ
れ
は
'
九
月
に
検

見
出
立
届
'
十
月
に
検
見
帰
着
御
内
見
顕
書
､
そ
し
て
検
見
帰
府
翌
日
届
を
出
す
が
'
翌
日
届
は
御
殿
中
之
間

･
同
御
勝
手
方

･
下
勘
定

所
御
取
箇
方

･
同
伺
方

･
同
帳
面
方
の
五
か
所
へ
計
五
通
大
半
底
に
認
め
て
提
出
す
る
｡
こ
れ
は
印
物
で
あ
り
'
つ
い
で
同
月
取
箇
帳
と

(14
)

附
属
の
帳
面
を
提
出
す
る
と
あ
る
｡

(
15

)

さ
て
最
後
に
取
箇
帳
の
処
理
に
つ
い
て
三
円触
れ
て
お
こ
う
｡
享
保
十
五
年
六
月
の

｢御
勝
手
方
御
用
筋
大
立
侯
儀
中
上
侯

書

付

｣
に

よ
れ
ば
'
代
官
所

･
預
所
よ
り
例
年
冬
中
提
出
の
取
箇
帳
を
勘
定
所
で
吟
味
す
る
が
'
同
十
二
年
か
ら
は
勝
手
掛
老
中
水
野
忠
之
が
見
て

取
箇
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
と
'
取
箇
決
定
の
帳
面
を

一
冊
に
認
め
'
翌
年
忠
之
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
が
'
こ
れ
は
前
々
よ

り
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
引
戻
が
あ
っ
て
勘
定
所
に
お
い
て
決
定
し
た
取
箇
帳
の
一
支
配
総
寄
の
高

･
取
米
金

･
高
免

･
毛
付
免
お
よ
び
前
年
取
箇
と
の
増
減
の
部
分
が
'
全
幕
額
に
つ
い
て

｢御
取
箇
極
侯
帳
｣
と
し
て
勘
定
所
に
お
い
て

(16
)

一
冊
に
作
帳
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
一
例
と
し
て
享
保
十
五
年
の

｢去
成
年
御
取
箇
相
桂
侯
帳
｣
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
'
恐
ら



(1
)

く
は
そ
れ
ら
の
連
年
の
数
字
が

『
誠
斎
雑
記
』
の

｢御
取
箇
辻
書
付
｣
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
｡

末
尾
に

〔史
料
8
〕
と
し
て
'
江
川
家
文
吉
の
伊
豆
韮
山
代
官
所

｢相
模
伊
豆
駿
河
国
文
政
元
寅
年
定
免
検
見
御
取
箇
目
録
｣
を
'
さ

ら
に

〔史
料
9
〕
と
し
て
'
岐
阜
県
立
図
書
館
所
蔵
飛
騨
郡
代
高
山
陣
屋
文
書
中
か
ら
文
久
二
年

｢飛
騨
国
当
成
御
取
箇
三
拾
三
ヶ
年
増

減
差
引
帳
｣
を
'
そ
れ
ぞ
れ
全
文
掲
げ
た
O

同

1
代
官

(郡
代
)
所
の
同
年
の
そ
れ
が
揃
う
と
望
ま
し
い
が
'

そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
の

(18
)

で
諒
承
さ
れ
た
い
｡
な
お
取
箇
帳
は
い
く
つ
か
残
存
し
て
い
る
が
'

雛
形
は
前
記
の
よ
う
に

『牧
民
金
鑑
』
に
記
我
さ
れ
て
お
り
'
実
例

(19
)

は

『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
に
'

｢大
竹
庫
三
郎
当
分
御
預
所
三
河
国
慶
応
三
卯
年
御
取
箇
日
額
｣
が
抄
録
さ
れ
て
い
る
の
で
併
せ
て
参

爵
さ
れ
た
い
｡

註
(1
)

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
六
九
-
七
〇
･
七
三
ペ
ー
ジ
｡

(
2
)

同
右
'
下
巻
'
七
四
べ
-
.,L
｡

(3
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
〓
ハ○
-
一六
五
ペ
ー
ジ
｡

(
4

)

『徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
二
四
五
ペ
ー
ジ
｡

(5
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
一
〇
二
-

一
〇
九
ペ
ー
ジ
｡

(
6
)

『徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
'
二
1
五
六
号
'
享
保
十
九
寅
年

正
月

｢御
代
官
江
品
々
被
仰
渡
御
番
付
｣｡

(7
)

天
明
五
年
九
月

｢下
御
勘
定
所
掛
々
に
て
取
扱
候
事
｣
(『日
本

財
政
経
済
史
料
』
巻
四
'
1
〇
八
-
1
1
0
ペ
ー
ジ
).

(8
)

『徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
'
二
二

二
号
｡

(9
)

同
右
'
二
二

七
号
.

(10
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
九
五
ペ
ー
ジ
｡

(

l
l

)

同
右
'
1
0
0
ペ
ー
ジ
｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

(12
)

同
右
'
一
四
八
ペ
ー
ジ
｡

(13
)

同
右
'
一
五
三
ペ
ー
ジ
｡

(14
)

｢御
代
官
極
秘
｣
(『山
形
市
史
編
鉱
史
料
』
二
十
二
号
所
収
)

で

も
同
月
で
あ
る
O

(15
)

拙
稿

｢享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
大
河
内
家
記
録
H
L

(｢史
学
雑
誌
』
八
〇
桐
1
号
)
所
収
｡

(16
)

同
右
⇔
所
収
｡

(17
)

『江
戸
叢
容
』
巻
の
八
'
｣
九
三
-
二
一
九
ペ
ー
ジ
｡

(18
)

江
川
文
座
の
中
に
は

〔史
料
8
〕
お
よ
び
前
述
の
天
保
五
年
取

箇
帳
の
ほ
か
'
元
治
元
年
と
慶
応
二
年
の
全
支
配
所
(武
相
豆
駿
)

の
取
箇
帳
各
一
冊
と
'
慶
応
二
年
の
国
限
り
取
箇
帳
四
冊
お
よ
び

当
分
御
預
所

(駿
河
)
･
別
廉
当
分
預
所

(相
模
)'
さ
ら
に
大
名

元
預
所

(二
冊
)
と
同
年
は
全
部
で
九
冊
が
完
備
し
て
い
る

(た

だ
し
い
ず
れ
も
韮
山
控
)｡

一
二
七



史
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(
19
)

『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
二
四
五
-
二
六
二
ペ
ー
ジ
｡

〔史
料
8
〕
伊
豆
韮
山
代
官
所
相
模
伊
豆
駿
河
国
文
改
元
寅
年
定
免
検
見
御
取
箇
目
録

(表
紙
欠
表
題
推
定
)

｢

相
模

(断
髄
国
文
改
元
寅
年
質

御
取
管

録
)
｣

(
江
川
文
庫
所
蔵
江
川
家
文
蕃
)

高
合
五
万
六
千
五
百
五
拾
四
石
六
斗
九
升
五
合
壱
勺

軍

書

六
拾
弐
ケ
村

内
高
三
百
八
拾
七
石
四
斗
七
升
四
合
九
才

無
地
高

此
反
別
八
千
百
五
拾
四
町
六
反
三
畝
四
歩
七
厘
四
毛

内
弐
畝
四
分

無
反
別
之
分

高
壱
万
八
千
四
百
八
拾
五
石
八
斗
七
升
九
合
壱
才

此
反
別
三
千
八
百
七
拾
四
町
八
反
弐
畝
廿
六
分
弐
厘

畑
方
永
取
高
之
分
厘
附
除
之

内

内
弐
畝
四
分

無
反
別
之
分

反
別
弐
拾
七
町
六
反
弐
畝
弐
分

無
石
盛
永
取
之
分

内
鵬
許

諾

韻

諜

講

話

顎

印
材
厘
娼
矧

内

高
艦
窮

諸

宗

船
ZE繋

畝
芽

弐
厘

年
義

尚
｡
相
立
雰

高
欝

肋
諾

旭
監

賢

跳
詔

詰

材
七
莞

毛
遍
く

可
起
返
引
高
之
分

内
柴

鵠

禁

崇

研
蝕
合

当
雪

引



高
射
窮

票

筋
鞘
附
斬
新
訊
酢

七
分

梢
罪

雌
農

相
押
仕
付
荒

内
弐
反
九
畝
四
分

外
鵬
無

断
試

脚
旺
齢
弐
勺

-

近

残
高
五
万
千
四
百
弐
拾
弐
石
壱
斗
六
升
九
合
壱
勺
七
才

内
高
三
拾
壱
石

無
石
盛

此
反
別
七
千
五
百
七
拾
六
町
弐
反
五
畝
六
歩
七
厘
丑
毛

高
欝

撃

詣

軌
諾

糾
暇
析
転

鍔

岩

内
反

別弐
拾
七
町
六

反
弐
畝
弐
分

無
石
盛
之
分

畑
方
永
取
高
之
分
厘
付
除
之

無
石
盛
永
取
之
分

米
九
千
八
首
四
拾
壱
石
八
斗
八
升
七
合
四
勺
四
才

譜

欝

詣

鮒
諾

妻

内

内
米
七
百
三
拾
壱
石
七
斗
四
升
六
合
七
勺

増

内

岩

弼

…
棋

勺

椀

脳

朋

定

免
切
替
増

免

上

増

此
取

外
米
弐
拾
六
石
弐
斗
五
升
八
合

差
引米

七
百
五
石
四
斗
八
升
八
合
七
勺

.

減

去
モ
子

検 損損皆

見 地地無

減減減減

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

永
三
千
五
拾
壱
貫
三
亘

二
拾
弐
文
九
分
五
厘
去
丑
同

(下
札
)

前
く

高
免
与
差
引

如
賢

覧

詳

記

転
相
讐

弐
勺
六
才

延
享
元
子
年
与
差
引

雲

即
諾

黒

雲

宗

臥
合
四
勺
七
才

減減演演

宝
暦
二
申
年
与
差
引

米
弐
千
六
百
石
弐
斗
六
升
四
合
三
勺
七
才

減

永
拾
八
貫
四
拾
壱
文
四
分

派

適

評

話

語

糾
完

勺

巳
年
与
差
引

米
八
百
五
捨
石
八
斗
七
升
九
合
九
勺

永
弐
拾
四
貫
五
首
九
拾
五
文
弐
分

∴

∴

.

.;.
:.:;:..
=
.,=
,...
:.:

未
稗
諾

鮒
八
石
弄

壱
合
壱
勺

永
弐
拾
五
貫
三
百
四
拾
八
文
三
分

申
年
与
差
引

黒

餌
許

諾

料
紀
蛋

観
照
勺

酉
榊
封

等

窮

地
菜

増増増増増増増増増増増増

丑
稗
韻

訓
石
四
斗
八
升
八
合
七
勺

永
遥

欝

栗

拾
弐
石
四
斗
弐
升
五
合

九
勺

亥
年
与
差
引

雲

欝

諸

説

黒

船

成
年
与
差
引

､

裟

紀
讐

箆

鮒
蒜

贈
合
弐
勺

増同増増増増増増



此
訳

田
鵬
鰐

竿

詣

諾

暇
㌫

訪

詣

矯

監
財
毛

内
三
町
八
反
拾
分

無
石
盛
之
分

外
鵬
窮

訴

訟

聖

,:分

当
春
畑
成
起
返
畑
高
江
入

内

年
ミ

引
高

二
相
立
供
分

高
弐
盲
拾
七
石
四
斗
三
升
四
合
八
勺

此
反
別
拾
八
町
壱
反
七
畝
拾
五
分
三
厘

∵

㍉

二

≠

工

÷

二

三

÷

三

二

三

二

連
晶

起
引
高
之
分

前
晶

欠
山
崩
石
砂
入
不
作
押
堀
土
掘
荒
地
澗
崩
川
成
波
欠
砂
埋
池
成
砂
置
波
荒
砂
押
雪

子
山
崩

高
炉
髭

諾

紡
績

宗

也
紛
窮

壱
厘
弐
毛

川
欠

川
成
押
堀
浪
荒
石
砂
入
引

高
戯

糊
料
拙
瑠

粁

霧

当
寅
起
返

外
高
胎
箆

鮒
放
射
幣

六
分

当
寅
畑
成
起
返

連
高 く

此九可
此反石起
減別弐返
米六斗引
三反五高
石八升之
三畝九分
升廿合
七五
合分

出
缶

馴
豊

胸
甑
か
捕
憎

十
竺

lI
不
当
分

右
嗣
醐
拾
弐
石
弐
升
弐
合

此
版
捌
蒜

旺
詐

諸

姻
筋
合

当
寅
〝
欠
山
崩
土
碧

砂
入
引

高
千
百
六
拾
八
石
七
斗
壱
合

此
反
別
首
拾
八
町
五
反
三
畝
拾
六
歩
半

去
甑
郎
詔

青
立
水
押
仕
付
荒
不
作
汐
出
皆
無
引

此
減
米
な
し

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

11二
t



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

内
弐
反
六
畝
拾
五
分

高
胎
詐

茄
咽
科
蘇

琵

此
減
米
六
石
七
斗
九
合

内
弐
畝
拾
九
分

無
石
盛
之
分

当
寅
早
損
青
立
水
押
仕
付
荒
不
作
汐
出
皆
無
引

無
石
盛
之
分

小
農

肥
蒜

諜

誤

射
軍

縮

駈
酌
弐
毛

残
鵬
臓
粁

嘉

脚
描

欝

露

語

短

毛

内
米
七
百
弐
拾
九
石
三
斗
七
升
壱
合
七
勺

増

米
弐
石
壱
斗
五
升
八
合
壱
勺

内
諾

耕

詳

報
七
升
六
勺

外
米
弐
拾
五
石
三
斗
四
合

内
襟

附
託

鵬
升
弐
合

米
六
斗
壱
升
六
合

定
免
切
替
増

免

上

増

起

返

増

検

見

増

減

皆

去
JV
子
損損検

見地地無

減減減減

差

矧

書

四
石
六
升
七
合
七
勺

畑
鵬
窮

折
詰

空

相
也
鮒
謡

窮

放
射
九
毛

内
弐
拾
七
町
七
反
六
畝
弐
分

内
鵬
陪

置

場

去
丑
増

無
石
盛
之
分

当
寅
畑
成
起
返
田
高
ぶ

入



内
高
壱
万
八
千
四
百
八
拾
五
石
八
斗
七
升
九
合
壱
才

畑
方
永
取
之
分

此
反
別
三
千
八
百
七
拾
四
町
八
反
廿
弐
分
弐
厘

反
別
弐
拾
七
町
六
反
弐
畝
弐
分

内

年
勤

讐

綱
舘

野

七
升
五
合

此
反
別
四
拾
七
町
三
反
拾
六
歩
九
厘

速
く

可
起
返
引
高
之
分

高
折
節

鷲

苗

錠

諾

盟

約
畑
酎
七
毛

無
石
盛
永
取
之
分

I:;:
仰
1':I,･工

..i.:.I.=;.I,..;'■二
÷

:,;I.;I..I.I(.I..)
.;.:I.=A.,I..I...I:,.:
:1..;;:I:.=.'･:'=I.1
:;I-.;1....;.:.7.2Il.:'･.;::,'=.,:=.
三

二

新
往
遊
道
代
去
ル
成
掘
代
畔
代
永
引

前
･,
川
欠
山
崩
石
砂
人
士
堀
波
欠
泣
入
澗
崩
川
成
川
敷
地
成
押
堀
砂
置
砂
埋
荒
地
永
不
作
場
波
荒

永
荒
去
ミ
子
山
崩
川
欠
川
成
押
堀
波
荒
石
砂
入
引

外
鵬
雛

買

掛
脚
縦
4m

厘

当
寅
起
退

右
嗣
糊
料
別
三
畝
拾
分

岩

頭

語

学

分

=

不
当
分
定
免

此
減
米
壱
斗
壱
升

右
嗣
蜘
撃

糊
野

当
汽

欠
山
里

慧

砂
入
引

小
農

折
需

品

語

順
盤

研
訟

監
墨

才

残
皆

既

完

宗

鑑

鴨
場
尉
諒

砦

細
詔

対
毛

内
‥高
脱
照

記

譜

冨

糾
暇
姐
霜

釣

棚
財

畑
方
永
警

分

反
別
弐
拾
七
町
六
反
弐
畝
弐
分

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

無
石
盛
永
取
之
分
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史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

米
弐
千
五
百
九
拾
七
石
四
升
弐
合
四
才

内
嘉

既
発

…
合

此
取

外
米
九
斗
五
升
四
合

増
免
上
増

起
返
増

減

内
崇

叫
第

四
㌢

去
与

莞

減

損
地
減

差
引米

壱

石
四
斗
弐
升
壱
合

去
丑
増

永
三
千
五
拾
壱
貫
三
百
三
拾
弐
文
九
分
五
厘
去
丑
同

内

訳

高
鰐

批
折
諾

宗

軌
諒

料
か
耕
張

耶
卵
旭
財
六
毛

此
取
空

竹
箆

宗

鏡

甜
琵

文
九
分
壱
厘

高
弐
万
三
千
九
百
六
拾
弐
石
八
斗
八
升
五
合
七
勺
五
才

内
高
三
拾
壱
石

無
石
盛

此
反
別
弐
千
八
百
五
拾
町
五
反
八
畝
拾

壱歩七
厘
九
毛

此
品

評

軌
餌
詔

票

靴
討
論

撃
四
才

外

一
反
高
百
三
拾
七
町
四
反
三
畝
廿
壱
分

内
三
拾
弐
町
六
反
七
畝
拾
五
分

諸
引

警

諜

秋
空

讃

分

定
免
之
通

御
取
箇
附
供
分

検

見

取

御
取
箇
附
供
分



内
米
五
斗
弐
升
六
合
五
勺

検
見
増

此
取

外
米
壱
升
九
合

検
見
減

差

矧

葦

七
合
五
勺

去
丑
増

永
三
拾
四
貫
六
百
四
拾
壱
丈
六
文
八
厘
去
丑
同

此

訳

田
八
町
六
反
八
畝
六
分

内
三
町
四
反
三
畝
廿
九
分

田
畑
成
米
取

弐
反
七
畝
拾
五
分

前
･J
押
堀
川
欠
石
砂
入
引

内
‥壱

町
弐
反
五
畝
廿
五
分

去
丑
オ

引
続

此
減
米
な
し

当
寅

早
損
皆
無
引

小
以
壱
町
五
反
三
畝
拾
分

残
錠

琵

謂

聖

霧

内
米
五
斗
弐
升
六
合
五
勺

検
見
増

外
米
壱
升
九
合

検
見
減

差
矧

葦

七
合
五
勺

去
丑
増

畑
首
弐
拾
八
町
七
反
五
畝
拾
五
分

内
三
拾
壱
町
壱
反
四
畝
五
分

前
･J
川
欠
押
掘
石
砂
入
去
ミ

子
川
欠
引

残
九
拾
七
町
六
反
壱
畝
拾
分

此
取
永
三
拾
四
貫
六
百
四
拾
壱
文
六
分
八
厘
去
丑
同

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

田

畑

萱

野

一
脚
立
棚
書

五
拾
銅

M
M
的
銅

分
伊
豆
国
郡
酢

㌘

内
五
拾
六
町
八
反
弐
歩
弐
厘
五
毛

諸
引

残
四
百
九
拾
七
町
六
反
九
畝
七
歩
七
厘
五
毛

米
三
捨
石
九
斗
三
升
六
合
七
勺
八
才

内
米
壱
石
三
斗
九
升
壱
合

検
見
増

外
米
七
斗
五
升
三
合

此
取

内
糊
靴
料
旭
餅
四
合

差

引米
六
斗
三
升
八
合

減
皆
無
減

検
見
減

去
丑
増

永
四
拾
五
貫
五
百
八
拾
六
文
壱
厘
去
丑
同

此

訳

田
弐
拾
三
町
廿
七
分

壱
畝
廿
四
分

前
･J
道
代
引

拾
町
五
畝
雰

歪

禦

訓
服
馴
瑠

砂
入
砂
埋
莞

永
不
作

内

弐
蜘
榊
譜

増
分

去
評

議

皆
無
引

遥

靴
讐

幼
弐
升
四
合

当
肇

誓

無
引

小
以
拾
弐
町
六
反
八
畝
廿
三
歩
半

残
拾
町
三
反
弐
畝
三
分
半



此
取
米
拾
七
石
五
斗
四
合

内
米
壱
石
三
斗
九
升
壱
合

外
米
七
斗
五
升
三
合

内
業

料
旭
鮒
四
合

差
引米

六

斗
三
升
八
A
恥

畑
弐
百
四
拾
壱
町
六
反
九
畝
廿
九
分

六
反
九
畝
廿
八
歩
弐
厘
五
毛

内
拾
八
町
三
反
廿
分

小
以
拾
九
町
拾
八
歩
弐
厘
五
毛

検
見
増

減
皆
無
減

検
見
減

去
丑
増

前
･J
郷
蔵
敷
役
昆
敷
掘
代
浦
賀
奉
行
同
心
詰
所
昆
敷
引

前
ミ
馬
場
敷
荒
間
木
蔭
川
欠
川
成
山
崩
土
堀
石
砂
入
故
地
永
不
作
去
ル
午
川
欠
川
成
季

J
子
石
砂
入
引

残
弐
古
式
拾
弐
町
六
反
九
畝
拾
歩
七
厘
五
毛

米
拾
壱
石
七
斗
三
合
五
勺
八
才

去
丑
同

此
取永

四
拾
貿
弐
首
弐
拾
八
文
五
分
六
厘
去
丑
同

萱
雌
課

叢

設

端

折
分

霊

同

畑
拾
八
町
弐
反
廿
四
分

流
作
見
取

内
拾
六
町
六
反
八
畝
四
分

前
･J
川
欠
川
成
石
砂
入
引

残
脱
禁

露

欝

紛
分

霊

同

河
雌
祭

器

架

設

謀

鮒
益

蓋

甑

作
冥
加
永
場

加
地
弐
反
八
畝
五
分

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
O
-体
系

(大
野
)

二
二
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

内
弐
反
八
畝
分

残
艦
粉
米
審

嘉

榊
原
四
反
三
畝
廿
九
分

内
弐
畝
廿
五
分
半

前
ミ

川
欠
石
砂
入
引

前
ミ
川
成
引

残
舶
架

空

劣

六
厘
去
丑
同

木
立
壱
町
分

此
取
永
古
文
去
丑
岡

林
壱
町
三
反
七
畝
廿
六
分

此
取
米
弐
斗
七
合
去
丑
同

:..;:.(.;脚
.:.･.I:..I..,,m;I,.;::,==I.1.m･''.;,
,..::

田
三
町
五
畝
分

内
八
反
九
畝
廿
九
分

前
ミ

石
砂
入
引

残
弐
町
壱
反
五
畝
壱
分

此
取
米
七
斗
五
升
三
合
去
丑
同

右
同
断

畑
拾
弐
町
四
反
五
畝
分

見

取

見

取

内
七
町
弐
反
壱
畝
廿
弐
分

前
･J
川
欠
川
成
石
砂
入
引

残
五
町
弐
反
三
畝
八
分

此
取
米
七
斗
六
升
八
合
弐
勺
去
丑
同

一
畑
壱
畝
分

此
取
米
五
合

去
丑
皆
増

当
克
郎

新
㌔



右
者
私
御
代
官
所
相
模
伊
豆
駿
河
国
当
寅
御
取
箇
書
面
之
通
御
座
候
以
上

文
政
元
寅
年
十
二
月

江
川
太
郎
左
衛
門
印

御
勘
定
所

(裏
表
紙
)

｢三
拾
三
ヶ
年
当
寅
取
米
永
差
引
帳

壱冊

文
化
三
寅
年
起
返
当
寅
免
上
書
付

壱冊

当
寅
御
取
箇
増
減
仕
訳
帳

壱冊｣

(朱
)

｢
右
之

通
袋
上
古
.t可
記
事
｣

〔史
料
9
〕

飛
騨
郡
代
所
文
久
二
年
飛
騨
国
当
成
御
取
箇
三
拾
三
ヶ
年
増
減
差
引
帳

(岐
阜
県
立
図
百
館
所
歳
飛
騨
郡
代
高
山
陣
屋
文
召
)

(表
紙
)

｢飛
騨
国
当
戊
御
取
箇
三
拾
三
ヶ
年
増
減
差
引
帳増

田
作
右
衛
門
｣

定
免

飛
騨
国
大
野
郡

高
弐
万
千
九
百
三
拾
七
石
八
斗
五
合

此
取
米
九
千
六
育
三
拾
弐
石
壱
斗
八
升
六
合

育
三
拾
七
ケ
村

酉
米
九
千
六
育
三
拾
壱
石
五
斗
六
升
七
合

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
滋
の
体
系

(大
野
)

米
六
斗
壱
升
九
合

増



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

中
米
九
千
六
百
弐
拾
九
石
壱
斗
弐
升
六
合

末
米
九
千
六
百
弐
拾
八
石
六
斗
五
升
弐
合

午
米
九
千
六
百
拾
五
石
弐
斗
三
升
九
合

巳
米
九
千
六
百
拾
三
石
四
斗
弐
升
七
合

反
米
九
千
六
百
拾
弐
石
七
斗
九
升
五
合

卯
米
九
千
六
百
捨
石
九
斗
六
升
九
合

寅
米
九
千
六
百
捨
石
六
升
四
合

丑
米
九
千
六
百
九
石
壱
斗
壱
升
五
合

子
米
九
千
六
百
七
石
五
斗
五
升
七
合

米
三
石
六
升

増

米
三
石
五
斗
三
升
四
合

増

米
拾
六
石
九
斗
四
升
七
合

増

米
拾
八
石
七
斗
五
升
九
合

増

米
拾
九
石
三
斗
九
升
壱
合

増

米
弐
拾
壱
石
弐
斗
壱
升
七
合
増

米
弐
拾
弐
石
壱
斗
弐
升
弐
合
増

米
弐
拾
三
石
七
升
壱
合

増

米
弐
拾
四
石
六
斗
弐
升
九
合
増

定
免

同
国
香
城
郡

高
弐
万
四
千
三
百
拾
三
石
弐
斗
七
合

取
米
壱
万
三
百
弐
拾
八
石
六
斗
≡
升
八
合

酉
米
壱
万
三
百
弐
拾
八
石
弐
斗
四
合

中
米
壱
万
三
百
拾
七
石
三
斗
四
升
八
合

未
米
壱
万
三
百
拾
八
石
五
斗
五
升
八
合

午
米
壱
万
弐
百
六
拾
八
石
八
斗
壱
升
弐
合

巳
米
壱
万
弐
百
九
拾
八
石
五
斗
壱
升

反
米
壱
万
弐
百
九
拾
八
石
三
斗
九
合

卯
米
壱
万
弐
百
九
拾
七
石
六
斗
五
升
弐
合

寅
米
壱
万
弐
百
九
拾
七
石
三
斗
九
升
弐
合

丑
米
壱
万
弐
百
九
拾
七
石
七
升
五
合

百
七
拾
八
ケ
村

米
四
斗
三
升
四
合

増

米
拾
壱
石
弐
斗
九
升

増

米
捨
石
八
升

増

米
五
拾
九
石
八
斗
弐
升
六
合
増

米
三
捨
石
壱
斗
弐
升
八
合

増

米
三
捨
石
三
斗
弐
升
九
合

増

米
三
捨
石
九
斗
八
升
六
合

増

米
三
拾
壱
石
弐
斗
四
升
六
合
増

米
三
拾
壱
石
五
斗
六
升
壱
合
増



子
米
壱
万
弐
百
九
拾
六
石
弐
斗
弐
升
五
合

#
1ニ
拾
弐
石
四
斗
壱
升

増

検
見
取

高
六
石
六
斗
五
升
六
合

此
取
米
壱
石
九
斗
壱
合

酉
米
壱
石
八
斗
八
升
三
合

中
米
壱
石
六
斗
弐
升
六
合

未
米
壱
石
六
斗
弐
升
六
合

･

午
米
壱
石
六
斗
弐
升
六
合

巳
米
弐
石
壱
斗
弐
升
三
合

辰
米
弐
石
七
升
八
合

卯
米
弐
石
弐
升
四
合

寅
米
弐
石
六
合

丑
米
壱
石
九
斗
六
升
九
合

子
米
壱
石
八
斗
九
升
七
合

定
免

高
壱
万
三
百
七
拾
七
石
四
斗
弐
升

此
取
米
四
千
百
六
拾
七
石
六
升

同
国
同
郡三

ケ

村米
壱
升
八
合

米
弐
斗
七
升
玉
食

米
弐
斗
七
升
五
合

米
弐
斗
七
升
五
合

米
弐
斗
弐
升
弐
合

米
壱
斗
七
升
七
合

米
壱
斗
弐
升
三
食

米
壱
斗
五
合

米
六
升
八
合

米
四
合

同
国
益
田
郡

首

ケ

村

増 減 減 減 減 減 増 増 増 増

酉
米
四
千
百
五
拾
七
石
八
斗
三
升
八
合

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

米
九
石
弐
斗
弐
升
弐
合

増

四



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

中
米
四
千
百
五
拾
五
石
九
斗
八
升
七
合

未
米
四
千
百
五
拾
七
石
五
斗
壱
升
四
合

午
米
四
千
百
四
拾
八
石
八
斗
壱
升
五
合

巳
米
四
千
百
四
拾
玉
石
四
斗
弐
升
五
合

反
米
四
千
百
四
拾
五
石
三
斗
七
升
八
合

卯
米
四
千
百
四
拾
三
石
六
斗
九
升
四
合

寅
米
四
千
百
四
拾
壱
石
三
斗
三
升
弐
合

丑
米
四
千
百
四
拾
弐
石
六
斗
弐
升
六
合

子
米
四
千
亘
二
拾
九
石
弐
斗
九
合

米
拾
壱
石
七
升
≡
合

増

米
九
石
五
斗
四
升
六
合

増

米
拾
八
石
弐
斗
四
升
五
合

増

米
弐
拾
壱
石
六
斗
三
升
五
合
増

米
弐
拾
壱
石
六
斗
八
升
弐
合
増

米
弐
拾
三
石
三
斗
六
升
六
合
増

米
弐
拾
五
石
七
斗
弐
升
八
合
増

米
弐
拾
四
石
四
斗
三
升
四
合
増

米
弐
拾
七
石
八
斗
五
升
壱
合
増

検
見
取

高
給
三
石
四
斗
六
升
六
合

此
取
米
四
石
六
斗
五
升
六
合

酉
米
四
石
五
斗
五
升
六
合

中
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

宋
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

午
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

巳
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

辰
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

卯
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

京
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

同
国
同
郡五

ケ

村米
壱
斗

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

米
四
斗
五
升
七
合

増 増 増 増 増 増 増 増



丑
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

子
米
四
石
壱
斗
九
升
九
合

米
四
斗
五
升
七
合

増

米
四
斗
五
升
七
合

増

合
高
五
万
六
千
六
百
七
拾
三
石
壱
斗
六
升
四
合

飛

騨

国

内
高
弐
拾
四
石
六
斗
壱
升

当
戊
御
高
入
新
田

内
高
五
百
六
拾
六
石
五
斗
壱
升
弐
合

諮
引

残
高
五
万
六
千
百
六
石
六
斗
五
升
弐
合

此
取
米
弐
万
四
千
首
四
捨
石
三
斗
七
升
五
合

内
高
五
石
九
斗
三
升
四
合

酉
米
弐
万
四
千
百
弐
拾
四
石
四
升
八
合

中
米
弐
万
四
千
百
八
石
弐
斗
八
升
六
合

未
米
弐
万
四
千
百
捨
石
五
斗
四
升
九
合

午
米
弐
万
四
千
三
拾
八
石
六
斗
九
升
壱
合

巳
米
弐
万
四
千
六
拾
三
石
六
斗
八
升
四
合

辰
米
弐
万
四
千
六
拾
弐
石
七
斗
五
升
九
合

卯
米
弐
万
四
千
五
拾
八
石
五
斗
三
升
八
合

寅
米
弐
万
四
千
五
拾
四
石
九
斗
九
升
三
合

丑
米
弐
万
四
千
五
拾
四
石
九
斗
八
升
四
合

子
米
弐
万
四
千
四
拾
九
石
九
升

玄
米
弐
万
四
千
四
拾
六
石
五
升

戊
米
弐
万
四
千
七
拾
九
石
五
斗
八
合

酉
米
弐
万
四
千
七
拾
六
石
四
斗
壱
升
七
合

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

当
戊
御
高
入
新
田
取
立
差
引
除
之

米
捨
石
三
斗
九
升
三
合

増

米
弐
拾
六
石
壱
斗
五
升
五
合
増

米
弐
拾
三
石
八
斗
九
升
弐
合
増

米
九
拾
五
石
七
斗
五
升

増

米
七
捨
石
七
斗
五
升
七
合

増

米
七
拾
壱
石
六
斗
八
升
弐
合
増

米
七
拾
五
石
九
斗
三
合

増

米
七
拾
九
石
四
斗
四
升
八
合
増

米
七
拾
九
石
四
斗
五
升
七
合
増

米
八
拾
玉
石
三
斗
五
升
壱
合
増

米
八
拾
八
石
三
斗
九
升
壱
合
増

米
五
拾
四
石
九
斗
三
升
三
合
増

米
五
拾
八
石
弐
升
四
合

増



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

中
米
弐
万
四
千
七
拾
三
石
六
斗
六
升
八
合

未
米
弐
万
四
千
六
拾
九
石
三
斗
七
升
壱
合

午
米
弐
万
四
千
五
拾
八
石
三
斗
四
升

巳
米
式
万
四
千
五
捨
石
四
斗
弐
升
弐
合

辰
米
弐
万
四
千
四
拾
四
石
八
斗
八
升
五
合

卯
米
弐
万
四
千
石
三
斗
六
升
五
合

寅
米
弐
万
三
千
八
百
八
拾
六
石
八
斗
五
合

安

永
五
申
年

米

弐

万
三

千
五
首
八
拾
壱
石
四
斗
七
升
三
合

同

四
未
年

米

弐

万

三
千
四
亘
二
拾
四
石
七
斗
八
升
五
合

米
六
捨
石
七
米
七
升
三
食

増

米
六
拾
五
石
七
升

増

米
七
拾
六
石
壱
斗
壱
合

増

米
八
拾
四
石
壱
升
九
合

増

米
八
拾
九
石
五
斗
五
升
六
合
増

米
育
三
拾
四
右
七
升
六
合

増

米
弐
百
四
拾
七
石
六
斗
≡
升
六
合
増

米
五
百
五
拾
弐
石
九
斗
六
升
六
合
増

米
六
百
九
拾
九
石
六
斗
五
升
六
合
増

但
明
和
元
申
片
岡
五
子
迄
五
ヶ
年
井
安
永
元
辰
オ
同
三
午
迄
三
ケ
年
取
米
之
儀
ハ
先
年
騒
動
之
節
村
々
諸
書
物
紛
失
い
た
し
其
上
巳
午
両
年
検
地
被
仰

付
高
取
米
人
狂
ひ
供
二
付
安
永
四
未
年
之
取
米
を
仮
米
.l相
用
増
減
差
引
相
立
供
儀
11御
座
候

実
感

票

三
千
書

弐
拾
八
石
七
斗
弐
升
四
合

米
六
宝

石
壱
斗
弄

七
合
増

延
薦

鞘
万

三
千
三
百
八
拾
八
石
九
斗
七
升
弐
合

米
七
冨

拾
五
石
四
斗
六
升
九
合
増

前
売

万

三
千
喜

八
拾
壱
石
壱
斗
壱
升
三
合

米
吉

五
拾
三
石
三
斗
弐
升
八
合
増

9

村
鑑
大
概
帳

村
鑑
大
概
帳
は
幕
府
代
官
所

･
預
所
村
々
の
様
子
を
将
軍
の
親
閲
の
為
に
代
官
が
毎
年
作
成
す
る
帳
薄
で
あ
る
｡
こ
れ
も

『
地
方
凡
例

(1
)

録
』
の
同
項
の
記

事
を

示
し
て
お
こ
う
｡

1

村
鑑
大
概
帳
之
事



村
鑑
帳
と
云
も
享
保
年
中
よ
り
始
ま
り
'
上
西
の
内
打
続
に
し
て
壱
街
村
壱
枚
に
書
き
'
表
紙
を
附
け
'
双
紙
綴
に
て
寸
法
聖

を
塩
る
'
認
方
は
村
高

･
田
畑
反
別

･
石
盛
を
記
し
'
検
地
時
代
姓
名
を
肩
苔
に
し
て
'
用
水
引
方

･
水
早
損
の
有
無
等
'
物
成
語

運
上
の
有
無
'
家
数

･
人
数

･
牛
馬
数

･
虚
業
の
外
男
女
の
稼

･
官
林

･
官
姓
林

･
抹

場

･
漁
猟
場
'
御
普
討
所

･
自
普
請
の
有

無
'
米
の
浮
出
し
場
へ
江
戸
孤
ま
で
の
海
陸
里
数
'
村
方
山
里
井
に
豊
窮
の
訳
ま
で
逸
三

書
に
認
る
な
り
'
此
帳
面
に
て
村
方
の

様
子
大
略
相
分
る
に
付
'
村
鑑
大
概
帳
と
唱
へ
'
上
納
壱
冊
勘
定
所
控
壱
冊
'
是
又
御
前
帳
ゆ
へ
勤
方
帳
同
様
大
切
に
仕
立
'
掛
り

勘
定
役
と
手
代
読
合
せ
あ
り
'
認
方
末
に
出
す
'

但
寛
政
二
成
年
以
来
上
納
壱
冊
に
成
'
勘
定
所
控
は
年
々
差
来
す
に
及
ば
ず
'
人
数
増
減
の
処
を
'
前
年
の
帳
に
掛
紙
に
て
直
し

置
べ
き
旨
に
極
り
た
り
'

右
の
記
述
の
と
お
り
'
村
鑑
大
概
帳

(村
鑑
帳
)
は
将
軍
上
納

(御
上
ヮ
)
一
冊

･
勘
定
所
控

一
冊
を
帳
面
方
村
鑑
帳
掛
り
へ
投
出
し
'

(2
)

上
納
は
御
側
衆
へ
行
く
｡
し
か
し
寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
八
月
の

申

渡
で

以
後
は
上
納

一
冊
の
み
'
勘
定
所
控
は
毎
年
投

出
す
る
に
及

ば
な
く
な
っ
た
｡

あ

く

村
鑑
帳
の
用
紙
は
上
西
の
内
灰

汁

打
'
寸
法
は
郷
帳
と
同
じ
く
竪

1
尺
五
分

･
拭
七
寸
八
分

･
綴
目
外
八
分
に
定
め
ら
れ
'

1
町
村

1

(3
)

枚
に
記
載
L
t
板
目
紙
の
厚
表
紙
を
付
し
て
苧
縄
双
紙
綴

(本
綴
)
と
し
た
｡

郡
限
り

･
国
限
り
に
青
紙
見
出
し
を
付
け
る
が
'
綴
方
は

『勃
要
集
』
の
筆
者
は
郷
帳
同
様
佐
藤
孫
四
郎
に
申
し
付
け
る
が
よ
い
と
記
し
て
い
る
｡

表
紙
に
は

…
申

々
様
子
大
概
書

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
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何
之
誰

と
記
し
'
当
分
預
所
は
肩
書
に
記
す
｡
こ
れ
に
美
濃
紙
の
霞
を
し
て
同
様
に
上
香
し
'
美
濃
紙
四
ツ
手
に
入
れ
る
｡
四
ツ
手
に
は
'

御
代
官
所

当
分
御
預
所

朋
腎

々
様
子
大
概
書

何
冊

外
当
何
年
家
数
人
馬
牛
増
減
書
付

壱
冊

何
之
誰

(
4
)

と
記
す
｡
家
数
人
別
牛
馬
増
減
書
付
は
美
濃
紙
に
認
め

る
｡

(
5
)

上
納
は
そ
の
年
十

1
月
に
投
出
す
る
が
'
勘
定
所
控
は
場
所
啓
か
入
狂
い
の
あ
る
時
に
の
み
提
出

し
'

通
常
は
翌
春
ご
ろ
勘
定
所
か
ら

(6
)

通
知
次
第
家
数
人
別
牛
馬
増
減
の
分
を
短
冊
に
記
し
て
勘
定
所
控
に
張
り
替
え
'
読
み
合
わ
せ
を
行

な

う
｡

村
鑑
帳
の
記
載
事
項
は

『
地
方
凡
例
録
』
が
記
す
通
り
で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
惣
寄
は
最
初
に
一
枚
に
記
し
奥
へ
付
け
な
い
の
が
他
の
帳

(7
)

縛
と
異
な
る
｡
ま
た
奥
文
言
も
代
官
印

･
宛
名
も
な
い
｡

村
鑑
帳
の
一
国

一
郡
本
高
は
'
寛
政
八
年

(
一
七
九
六
)
に
元
禄
改
高
に
引
き
合
わ
せ
直
し
た
の
で
'
同
十
年
二
月
に
新

田
高
人
な
ど

(8
)

が
あ
れ
は
支
配
所
高
へ
の
み
書
き
加
え
て
一
国

一
郡
本
高
は
元
禄
改
高
を
用
い
'
本
高
へ
加
き
加
え
な
い
よ
う
達
せ
ら
れ
た
が
へ
さ
ら
に

(9
)

天
保
七
年

(
一
八
三
六
)
十
月
'
同
年
十

一
月
提
出
の
村
鑑
帳
か
ら
は
本
高
を
天
保
改
高
に
改
正
す
る
よ
う
決
め
ら
れ
た
の
で
あ

る｡
ま

(10
)

た
同
十
三
年
六
月
の

口

達

で

'
こ
れ
ま
で
家
数
人
別
牛
馬
増
の
み
取
調
べ
直
し
'
小
物
成
は
前
年
の
ま
ま
認
め
来
っ
た
の
で
あ
る
が
'
郷

帳
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り
'
同
年
よ
り
小
物
成

･
運
上
物

･
そ
の
他
入
狂
い
の
有
無
を
郷
帳
と
相
違
な
い
よ
う
取
調
べ
て
投
出
す



る
よ
う
に
な
っ
た
｡

(ll)

村
鑑
帳
も
や
は
り
延
引
す
る
こ
と
が
多
く
'
越
年
し
吟
味
遅
れ
か
ら
上
納
ま
で
延
引
す
る
の
で
'
宝
暦
八
年

(
一
七
五
八

)
五月
'
寛
政

(12
)

(13
)

二
年

(
一
七
九
〇
)
二
月
'
天
保
二
年

(
一
八
三
一
)
二
月
二
十
四
日
と
再
三
年
内
投
出
を
令
し
て
い
る
｡

(14
)

と
こ
ろ
で
野
村
兼
太
郎
氏
は
村
鑑
大
概
帳
と
村
明
細
帳

(村
差
出
帳
)
と
を
区
別
せ
ず
に
混
同
し
て
お
ら
れ
る
｡
村
鑑
帳
が
享
保

年
中

(15
)

舌
宗
の
発
意
で
創
始
さ
れ
た
と
い
う

｢地
方
心
得
留
｣
の
説
明

(『地
方
凡
例
録
』も
同
様
)
に
対
し
て
'
元
禄
七
年

(
一
六
九
四
)
の
｢陸
奥
国

(16
)

会
津
郡
村
々
差

出

書

｣

な
ど
年
代
の
遡
る
も
の
が
あ
っ
て
明
ら
か
な
誤
り
と
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
村
鑑
大
概
帳
で
は
な
く
村
差
出
明

細
帳
七
か
村
分
で
あ
っ
て
'
享
保
期
の
創
始
を
覆
え
す
こ
と
は
で
き
な
い
.
筆
者
は
前
号
で
享
保
十
三
年

(
1
七
二
八
)
九
月
の

r勘
定
所

(17
)

諸
掛
取
扱
｣
の
う
ち
帳
面
方
取
扱
の
帳
簿
に
'
御
勘
定
帳

･
劫
方
明
細
帳

･
勤
方
帳

･
村
鑑
帳
の
四
塩
が
あ
っ
て
'
少
な
く
と
も
こ
れ
ら

の
帳
簿
は
同
年
に
は
作
帳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
｡
さ
ら
に
佐
渡
国

(
一
国
幕
府
領
)
で
は
享
保
六
年

(
一
七
t
二
)
に
｢村
帳
｣
が
始

(18
)

(19
)

ま
り
､
の
ち
大
概
帳
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
L
t
太
田
望

｢竹
橋
余
筆
｣
所
収
の
諸
帳
面
日
録
に

｢村
鑑
｣
七
二
冊
の
記
載
が

あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
同
日
録
を
享
保
七
年
ご
ろ
改
め
'
八
年
成
立
と
推
測
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
'
村
鑑
大
概
帳
は
享
保
六
年
'

す
な
わ
ち
享
保
改
革
の
う
ち
財
政
改
革
に
伴
な
っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

村
鑑
帳
は
殆
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
｡
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
に
摂
津
西
富

･
出
羽
観
音
寺
村

･
信
濃
米
子
村
の
例
が
雛
形
的
に
並

(劫
)

(21
)

べ
ら
れ
て

い

る

L

t

｢地
方
扱
集
成

後

編

｣
に
雛
形
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡
そ
こ
で
代
官
所
控
で
は
あ
る
が
江
川
家
文
書
中

た

ゞ
一
点
の
村
鑑
帳
で
あ
る

｢伊
豆
韮
山
代
官
所
天
保
十
五
年
相
模
国
伊
豆
国
駿
河
国
村
々
様
子
大
概
書
｣
を

〔史
料
10
〕
と
し
て
左
に

抄
録
紹
介
し
て
お
-
0

(
1

)

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
七
九
ペ
ー
ジ
｡

(
2

)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'
一
二
四
-
一
二
五
ペ
ー
ジ
｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

(
3
)

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
七
四
ペ
ー
ジ
｡
な
お
『勤
要
集
』
は

｢
か
ら
打
｣
と
し
て
い
る
が
灰
汁
打
と
同
虫
か
｡
『御
勘
定
所
定
出

役
心
得
留
』
は
上
納
打
白
･
勘
定
所
控
ア
ク
打
と
し
て
い
る
｡

一
四
七
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(
4

)

『勤
要
集
』｡

(
5

)

『
御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』｡

(
6
)
(7
)

『勤
要
集
』｡

(8
)

『牧
民
金
鑑
』
上
巻
'

二
二
六
ペ
ー
ジ
｡

(9
)

同
右
'

一
五
二
ペ
ー
ジ
o

(10
)

同
右
'

一
五
八
ペ
ー
ジ
｡

(ll
)

同
右
'

一
〇
二
ペ
ー
ジ
｡

(12
)

同
右
'

一
二
三
-

一
二
四
ペ
ー
ジ
｡

(13
)

同
右
'

一
五
〇
ペ
ー
ジ
｡

(14
)

『村
明
細
帳
の
研
究
』三
〇
ペ
ー
ジ
｡
な
お
石
井
良
助

『江
戸
時

代
浸
筆
』
は
明
確
に
区
別

し
て
お
ら
れ
る

(二
二
三
-
二
二
四
べ

一
四
八

-
4,0
0

(15
)

『近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
四
巻
'
二
六
六
ペ
ー
ジ
｡

(16
)

同
右
､
二
七
1
-
二
八
三
ペ
ー
ジ
｡

(17
)

『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
四
'
八
六
-
八
九
ペ
ー
ジ
｡

(18
)
･
『佐
渡
年
代
記
』
上
巻
'
二
五
〇
ペ
ー
ジ
｡

(19
)

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
｢竹
橋
余
輩
｣
七
｡

(

20

)

『徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
三
四
四
-
三
四
八
ペ
ー
ジ
｡

(21
)

石
井
良
助
前
掲
寧

一七
六
-
二
七
七
ペ
ー
ジ
｡
な
お
'
同
番
に

は

｢御
勘
定
所
江
四
月
中
指
出
ス
'
三
年
二
壱
皮
ヅ
,
中
改
､
七

ヶ
年
一二

度
大
政
有
之
地
也
｣
と
記
さ
れ
'
知
ら
れ
て
い
な
い
事

実
が
否
か
れ
て
い
る
｡

〔史
料
10
〕

伊
豆
韮
山
代
官
所
天
保
十
五
年
相
模
伊
豆
駿
河
国
村
々
様
子
大
概
書

一
撫
高

(江
川
文
庫
所
蔵
江
川
家

文
書
)

丁
シ

hヲ

相
模
国
足

柄
下
郡
江
戸
へ

道

法
弐
拾
四

里
八
町

雛

野宿
コ

､鮮
町

田
畑
な
し

一
小
物
成
な
し
運

上
物
有

一
家
数
九
拾
八
軒

人
数
如
開
妨
㌍

!
<

馴

配

疋

(自
耗

張
統
)

一
御

関

所

掃

除

雪
か
き
人
足
年

々
出
頭

一
小
川
弐
ヶ
所
砂
川
石

橋
あ
り

一
魚
漁
場



(白
紙
張
耗
)

一
御

関

所

此

宿

の
内
小
田
原
領
に
あ
り

一
此
町
北
の
方
湖
水
あ
り
長
弐
里
余
幅
壱
里
余
西
の
方
山
城
抜
駿
州
村

々
江
用
水
に
引

一
此
町
南
の
方
御
殿
場
あ
り
反
別
五
反
分
余
惣
廻
り
杉
木
あ
り

1
箱
板
宿
山
中
な
り
難
所
の
腐
蝕
に
て
困
窮
の
宿
也
者
は
江
戸
よ
り
弱

し
寒
は
強
し

畑
四
百
八
拾
訟
町
≡
反
五
畝
歩
余

JV

外
見
取
田
畑
三
拾
町
歩
余

家
堅

ハ
千
111拾
軒

人
為

誓

半

詰

詣

九
人

附
謂

認

許

山
林
指

摘
純

綿
計
_1

内
瑠

船
脚
脚
ヶ
所

1
伊
豆
国
は
海
を
-
け
た
る
国
に
て
-
ち
ひ
ら
き
た
る
所
少
-
山
勝
な
る

国
な
り

本
高
三
万
八
百
五
拾
四
石
九
斗
五
合
之
円

高
合
な
し

田
畑
な
し

家
数
九
拾
八
軒

人
姦

詣

虻
畑
仙

附
託

疋

足
柄
下
郡

綬

延

旭
瑠

萱

ハ右
街
門
検
地

伊
豆
国

郡

評

江
戸
へ
道
法
弐
拾
<
盟

一
高
弐
千
五
百
八
拾
弐
石
五
合

田
首
三
拾
五
町
壱
反
分
余

Tti灯
町

石
盛

上
十
五

中
十
三

下
十

御
林
三
ヶ
所

寄
計

一
足
柄
下
郡
は
海
辺
山
寄
の
場
所
な
れ
と
も
平
地
も
あ
り
土
地
は
富
士
の

焼
砂
交
り
野
土
勝
な
り
来
者
と
も
に
江
戸
よ
り
弱
し

(以
下
異
筆
)

杢

向
八

万

四
千
百
七
拾
壱
石
弐
斗
九
升
三
合
六
勺
弐
才
之
内

高
合
壱
万
千
七
首
弐
石
九
斗
五
合
壱
勺
七
才

伊
豆
国

内
苗
四

拾
玉
石
七
斗
七
升
七
合
九
勺

無
地
市

外
苗
六
斗
奄
升
七
勺

過
高

内
高
三
拾
六
石
八
斗
奄
升
九
才

新
田

内
荷
六
石
六
斗
六
升
七
合
四
勺

小
物
成
市
入

田
六

百

四

拾

七

町
壱

反

五

畝
歩
余

内

内
百
四
拾
四
町
九
反
歩
余

両
毛
作

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

内

内
六
拾
町
介
余
河
毛
作

畑
百
弐

町
九

反

分

余

石
盛

上
九

中
七

下
六

監
数
十

外
見
取
田
畑
弐
町
≡
反
七
畝
分
余

一
此
村
用
水
掛
の
町
な
り

1
小
物
成
運
上
物
あ
り

四

1
家
数
千
六
拾
三
軒

人
数
細
等

靴
箱

仙

騨
配

三
疋

1
段
業
の
間
男
女
上
も
に
往
還
の
助
成
町
功
ゆ
へ
商
売
の
稼
あ
り

1
東
海
道
御
伝
馬
宿
な
り

1
草
刈
場
府
税
山
へ
入
会
に
刈

一
首
姓
林
五
ヶ
所
反
別
不
知
雑
木
立

1
新
町
川
巾
大
概
拾
七
間
程
小
川
拾
七
ヶ
所
い
つ
れ
も
石
川
に
て
渡
り

]
四
九
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な
り

一
米
の
浮
出
し
駿
州
塩
久
津
浦
迄
三
里
附
出
シ
夫
舟
江
戸
迄
海
上
七
拾

七
里

一
魚
猟
場
な
し

一
掛
樋
弐
ヶ
所
板
橋
壱
ケ
所
有
其
外
大
キ
成
普
請
所
な
し

一
三
嶋
明
神
社
有
年
中
祭
礼
七
拾
余
慶
之
内
四
月
十

一
月
中
之
酉
日
大

祭
礼
也

一
町
南
の
方
に
御
殿
場
あ
り
反
別
四
町
分
余
内
九
反
分
余
見
取
畑
に
成

惣
廻
松
杉
椛
経
木
あ
り

一
此
町
里
方
町
場
な
れ
と
も
箱
根
人
馬
継
困
窮
の
町
な
り

一
監

和
雄

所

あ
｡

瑚
琵

讃

描

職

門

検
地

私
芸

な
し

歩

田
四
反
分
余

石
盛

下
十

見
附
田
三

ゝヽ

内

丙
毛
作
な
し

伊
豆
国
君
沢
郡
江
戸

へ
道
法
弐
拾
七
里

7･P
ハ'

塚

原

新
田

畑
五
町
五
反
分
余

石
蕗

屋
敷
十

下
三

下
･V
弐

外
見
取
畑
三
反
分

一
此
村
用
水
掛
り
の
村
な
り

一
小
物
成
あ
り
運
上
物
な
し

一
家
数
七
拾
弐
軒

人
数
需

品

琵

駅
配

一
農
業
の
間
往
還
の
日
雇
を
取
り
茶
屋
等
に
て
渡
世
を
送
ル

一
五
〇

一
東
海
道
往
還
の
間
の
村
な
り

一
草
刈
場
箱
根
山
へ
入
会
に
刈

一
東
海
道
往
還
並
木
壱
ヶ
所
両
側
八
町
余
松
木
立

一
首
姓
林
田
畑
添
反
別
不
知
雑
木
少
々
あ
り

一
此
村
前
々
皆
金
納
の
村
な
り

一
魚
漁
場
な
し

一
箱
板
坂
道
御
普
請
所
有
其
外
大
キ
成
普
請
所
玖
樋
と
も
に
な
し

一
此
村
山
方
困
窮
の
村
な
り

(中

略
)

本
高
書

八
拾
六
石
六
斗
三
升
八
合
田
勺
之
盈

讐

全

逓

讐

緋
諾

鮮

一
高
四
拾
壱
石
崇

柵
詐

弐
合

新
田

越

鰐

村

田
弐
町
弐
反
弐
畝
が
余

石
盛

下
十

下
-
<

下
ノ
下
エ

ハ

ーく

内

河
毛
作
な
し

畑
四
町
四
畝
分
余

石
盛

下
五

下
JV
四

昆
数
十

外
見
取
田
畑
七
反
分
余

1
此
村
用
水
懸
り
あ
り

一
此
村
私
領
持
漆
に
て
民
家
な
し

一
小
物
成
運
上
物
な
し

1
宇
内
野
山
株
刈
教
場
あ
り



一
米
の
浮
出
し
三
津
浦
江
三
里
付
出
し
夫
ふ
江
戸
迄
海
上
七
拾
四
里

一
大
き
成
普
請
所
玖
樋
と
も
に
な
し

一
東
海
道
三
嶋
宿
当
分
加
助
郷
村
な
り

一
魚
漁
場
な
し

一
此
村
山
方
困
窮
の
村
な
り

(中
略
)

慶
長
十
二
午
年
井
出
志
摩
守
検
地

水
帳
無
之
名
寄
帳
を
用

私
領
入
会
な
し

伊
豆
国
賀
茂
郡
江
戸
へ
道
法
弐
拾
七
里

〓
票

百
四
拾
三
石
弐
斗
九
升
九
合

那
酔
村

内
高
弐
升
七
合
無
地
苗

歩

田
三
拾
八
町
六
反
分
余

石
盛

上
十
五

中
十
三

下
十

ゝヽ

内

岡
宅
作
な
し

畑
拾
七
町
四
反
分
余

石
地

上
人

下
五

昆
数
十

外
見
取
畑
壱
町
弐
反
分

一
此
村
用
水
掛
り
あ
り

一
小
物
成
運
上
も
の
あ
り

八

1
家
数
弐
至

ハ拾
九
軒

人
数
如
詣

訟

旺
仙

監

机
疋

ゝヽ

1
農
業
の
間
男
女
と
も
に
薪
少
々
取
売

一
草
刈
場
な
し

一
首
姓
林
弐
ヶ
所
あ
り
反
別
不
知

1
米
の
幹
出
し
居
村
に
て
廻
船
.t群
立
夫
よ
り
江
戸
迄
海
上
111拾
六
里

一
魚
猟
場
あ
り

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

一
廻
船
壱
般
有

1
波
除
普
請
所
有
其
外
大
キ
成
普
請
所
玖
樋
と
も
に
な
し

一
御
殿
跡
あ
り
反
別
六
反
八
畝
分
余
見
取
畑
な
り

1
此
村
温
泉
あ
り
沿
治
人
有
之
時
ハ
脈
ひ
の
所
な
り

(中
略
)

渋

源
右
街
門

金

子

蓄

平

望

十
五
戊
品

川
順
次
莞

酬
検
地
之
由
水
帳
な
し

藤

村

左
平
次

杉

山

左

近

本
高
田
拾
四
石
膏
斗
弐
升
三
合
之
内

払
餌
入
会

一
高
拾
六
石
三
斗
七
勺
弐
才

伊
豆
国
訳
茂
郡
江
戸
へ
道
法

弐
拾
九
盟

邦
付
村

内
三
斗
八
升
三
食
無
地
荷

歩

畑
壱
町
九
反
分
余

石
盛

上
七

中
六

下
五

臣
敷
十

外
見
取
畑
四
反
分
余

一
此
村
用
水
路
な
し
皆
畑
村
な
り

一
小
物
成
遇
上
物
あ
り

宗

教
弐
育
三
拾
軒

人
為

詣

旭
賢

人

質

し

1
段
業
の
間
男
女
と
も
に
塚
な
し

1
東
海
道
加
助
郷
村
な
り

一
草
刈
場
な
し

1
御
林
壱
ヶ
所
反
別
育
三
拾
町
壱
反
分
余

一
首
姓
林
少
々
あ
り

一
五
一



史
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一
海
辺
村
工
付
魚
漁
あ
り

1
金
納
に
て
米
の
津
出
し
な
し

1
浪
除
堤
数
ヶ
所
あ
り
玖
樋
類
な
し

一
此
村
大
概
の
村
な
り

(中
略
)

弐
百
余
年
以
前
今
村
伝
四
郎
検
地
之
由
水
帳
無
之
名
寄
帳
を
用

明
和
三
戊
年
江
川
太
郎
左
衛
門
検
地

fl
モ

木
高
三
百
石
四
斗
弄

三
合
2
品

鯛
入
会

諾

国
賀
茂
郡
江
戸
江
道

法四拾

1
高
弐
百
八
捨

石壱斗
壱
升
三
合

PI即町

外
認
稽

砧

撃

分
鮎

器

享
保
六
丑
年
-

除
之

内
岩

暇
器

舘

四
反
歩
余

悶
舶

出
場
拾
莞

五
1.1
E
凱

外
見
取
田
畑
三
町
壱
反
歩
余

一
小
物
成
遇
上
物
あ
り

一
五
二

1
家
数
八
百
八
拾
四
軒

人
盈

群
論

霜

斬
仙

牛
馬
な
し

一
町
場
市
な
し
魚
漁
稼
あ
り
女
は
稼
な
し

一
御
林
四
ヶ
所
反
別
六
拾
四
町
弐
反
歩
余

松
杉
楠
椛
立

1
町
の
内
に
小
川
あ
り
橋
渡
り

一
地
子
御
年
貢
米
前
々
よ
り
皆
金
納
の
村
な
り

一
魚
漁
場
あ
り

1
波
除
普
請
所
あ
り
其
外
大
キ
成
普
請
所
玖
樋
と
も
に
な
し

一
清
水
上
野
介
古
城
跡
と
云
伝
た
る
所
あ
り
御
林
内
な
り

一
湊
の
内
金
嶋
犬
走
嶋
み
さ
こ
略
と
云
小
嶋
三
ヶ
所
あ
り

一
此
町
添
付
に
て
諸
廻
船
入
津
魚
漁
あ
り
少
々
賑
た
る
町
な
り

(中
略
)

天
保
十
五
辰
年
十
一
月

御
代
官江

川

太
郎
左
衛
門

10

そ

の

他

以
上
に
説
明
を
加
え
て
き
た
諸
帳
簿
の
ほ
か
に
も
重
要
な
帳
簿
が
い
く
つ
か
あ
り
'

そ
の
一
つ
と
し
て
高
国
郡

訳

帳
に
つ
い
て

み
よ

(1
)

う
O
『
地
方
凡
例
錠
』
の
同
項
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

一

高
国
郡
訳
帳
と
云
は
'
代
官
所

･
預
所
郡
限
り
高
寄
'
何
国
何
郡
何
拾
箇
村
と
'
西
の
内
竪
紙
に
認
め
'
毎
年
正
月
十

一
日
後
取

箇
方

･
何
方

･
諸
入
用
方
三
掛
り
へ
差
出
し
'場
所
替

･
最
寄
啓
等
あ
れ
ば
其
節
早
速
認
め
替
て
差
出
す
'尤
も
諸
入
用
方

へ
は
以
来

差
出
す
に
及
は
ざ
る
由
仰
渡
さ
れ
'
取
箇
万

･
何
方
計
り
へ
差
出
す
こ
と
に
成
た
り
'
取
箇
方
の
帳
面
は
村
名
を
書
き
井
に
小
直
紙

.
四
半
帳
壱
冊
'
外
に
手
代
姓
名
帳
と
云
物
を
添
て
出
す
'
銘
々
扶
持
切
米
高
姓
名
を
西
の
内
帳
に
小
直
紙
に
て
短
冊
張
札
に
認
め
'



壱
冊
小
直
航
四
半
帳
壱
冊
'
高
国
郡
訳
帳
と
一
同
に
差
出
置
き
'
手
代
抱
入
帳
伺
相
済
'
入
香
り
増
減
あ
る
節
は
'
短
冊
紙
に
書
て

張
替
る
こ
と
な
り
'
右
小
直
航
四
半
帳
の
分
は
奉
行
方
の
控
に
な
る
由
な
り
'

高
国
郡
訳
帳
と
同
時
に
提
出
す
る
も
の
に
'
高
国
郡
訳
村
名
帳
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡

ま
ず
高
国
郡
村
名
帳

(書
付
)
は
毎
年
正
月
'
御
殿
中
ノ
間

･
同
御
勝
手
方
へ
西
之
内
膜

一
冊
ず
つ
'
下
勘
定
所
御
取
箇
万
の
う
ち
差

出
方
へ
西
之
内
帳
一
冊
'
同
知
行
割
へ
西
之
内
帳

一
冊
'
美
濃
紙
四
半
帳

一
冊
を
提
出
す
る
｡
西
之
内
帳
は
竪
一
尺
八
分

･
横
七
寸
八

かすが
い

分
'美
濃
紙
四
半
帳
は
竪
四
寸
五
分

･
横
六
寸
五
分
で
い
ず
れ
も

銘

綴

と
す
る
o
こ
の
ほ
か
評
定
所
へ
西
之
内
帳
袋
綴

1
冊
'公
事
方
勘

定
奉
行
控
と
し
て
美
濃
紙
帳
袋
綴
二
冊

(『勤
要
集
』
で
は
三
冊
)
を
提
出
す
る
が
'
西
之
内
帳

一
冊
は
半
枚
に
一
行
四
か
村
五
行
に
認
め
'

美
濃
紙
帳
二
冊
は
半
枚
に
一
行
三
か
村
四
行
に
認
め
'
い
ず
れ
も
郡
村
名
に
仮
名
を
付
け
る
｡
『勤
要
集
』
に
よ
れ
ば
こ
の
西
之
内
帳
は
竪

一
尺
五
分

･
横
八
寸
'
美
濃
舵
帳
は
監
九
寸
五
分

･
横
七
寸
で
'
定
式
に
は
提
出
せ
ず
高
入
狂
い
あ
る
時
だ
け
提
出
す
る
こ
と
.に
な
っ
て

い
る
｡

次
に
高
国
郡
訳
帳
祇
'
『御
勘
定
所
定
出
役
心
得
留
』
で
は
下
勘
定
所
諸
入
用
方

･
帳
面
方

･
分
限
方
へ
各

一
冊
'
『勤
要
集
』
は
中
之

間

･
帳
面
方

･
諸
入
用
方
へ
各

一
冊
で
'

い
ず
れ
も
美
濃
統
監
帳
寸
法
な
し
と
な
っ
て
お
り
'
『
地
方
凡
例
録
』
と
異
な
る
所
が
あ
る
｡

提
出
期
限
は

『
勃
要
集
』
に
1
月
七
日
と
あ
る
.

こ
れ
ら
と
一
緒
に
提
出
す
る
も
の
に
手
附
手
代
書
役
姓
名
帳

･
御
代
官
井
手
附
手
代
分
限
高
書
付
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡
手
附
手
代
書

役
姓
名
帳
は
西
之
内
帳
銘
綴
に
美
濃
紙
短
冊
竪
九
寸

･
横

1
寸
八
分
程
に
給
扶
持

･
姓
名
を

1
枚

1
人
ず
つ
認
め
'
御
取
箇
方
へ
提
出
す

る
｡
片
面
四
枚
と
し
'
変
動
が
あ
っ
た
時
に
張
り
替
え
る
｡
同
じ
く
四
半
帳
は
美
濃
紙
帳
に
姓
名
の
み
記
し
'
公
事
万
両
奉
行
所
へ
一
冊

ず
つ
提
出
す
る
｡
御
代
官
井
手
附
手
代
分
限
高
書
付
は
西
之
内
竪
帳
銘
綴

一
冊
に
'
代
官
は
じ
め
1
人
別
に
短
冊
に
認
め
張
り
付
け
'

1

月
十
五
日
御
殿
へ
提
出
す
る
｡
短
冊
寸
法
は
'
長
さ
三
寸
五
分
'
巾
は
代
官
三
'
四
寸
'
手
附
手
代
は
二
寸
で
あ
る
｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

一
五
三



史
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一
五
四

こ
こ
に
参
考
の
た
め
高
国
郡
訳
村
名
帳
の
一
例
と
し
て
'
江
川
家
文
書
の

｢武
蔵
相
模
伊
豆
駿
河
甲
斐
国
高
国
郡
訳
村
名
帳
｣
の
冒
頭

の
箇
所
を
抄
出
し
よ
う
｡

御
橿
高
六
万
石

高
六
万
弐
千
八
百
四
拾
三
石
六
斗
五
升
弐
合
壱
勺
七
才

反
高
弐
盲
弐
拾
四
町
六
反
九
畝
廿
壱
分

武
州
多
摩
郡
帽
木
管

御
関
所

豆
州
.田
方
郡
韮
山
昆
敷

但
同
所
君
沢
郡
三
嶋
陣
屋

甲
州
郡
留
郡
谷
村
陣
屋

相
州
浄
久
井
県
荒
川
五
分

1
取
立
番
所

此
訳

高
弐
万
八
千
七
育
三
拾
石
三
斗
壱
合
九
勺
弐
才

反
高
八
拾
七
町
六
反
四
畝
六
分

n
コ

ヤ
t･

シ
ソ
nT]ヤ
マ

横

山

宿

新

横

山

村

タ
イ
ラ

ク
イヲ

平

村

新

田

平

新

田

ヒ
ヲ
ヤ
t'

J･FTL
タ

平

山
新

田

豊

田

新

田

カ
ミ

タ

ミ
ヤ

上

田

村

宮

村

(中
略
)

ナガ
t二
･

長

沼
新

田

ヒ
ヲ
ヤ
マ

平
山
村
新
田

カ
ヮ
Y
ホ
け
ノ
ウ
チ

川
辺
堀
之
内
村

アワ

ス

粟

ノ
須
村

壱
ヶ
所

壱
ヶ
所

壱
ヶ
所

壱
ヶ
所

壱
ヶ
所

武

蔵

国

多

摩

郡

首
弐
拾
五
ケ
村



フジ
サ
ハ

東

海

道

場

沢

宿

シ▼

三

嶋

宿

甲
州
道
中

日

野

宿

原言平旨

rsi

宿 宿

大て

磯1,

宿

箱二

枚ネ

宿

横
山
宿
之
内

横≡八IY新t,y八ハ八苦
日力
市壬

木十 幡;
町 宿 町 宿 宿

馬三上三本刈､コ本雪

乗鷹 那 門;
宿 宿 宿 宿 宿

嶋iy久ク寺言子コ

晶壬保ホ
宿 宿 町 安芸

(中
略
)

右
者
私
御
代
官
所
当
分
御
預
所
武
蔵
相
模
伊
豆
駿
河
甲
斐
国
高
郡
村
名
書
面
之
通
御
座
候
尤
御
高
入
井
人
波
等
御
座
候
節
者
郷
村
#]!

取
不
申
侯
共
御
高
帳
相
渡
次
第
早
速
認
直
差
出
可
申
侯
以
上

天
保
十
亥
年
正
月

江
川
太
郎
左
衛
門
⑳

右
の
例
は

一
行
三
か
村
四
行
記
載
で
あ
る
か
ら
'
公
事
方
勘
定
奉
行
控
帳
の
書
式
で
あ
り
'
同
時
こ
れ
は
印
物
で
あ
.る
こ
と
が
判
る
.

(cL))

こ
の
ほ
か
に
も
大
量
の
帳
面
や
文
書
が
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
享
保
十
三
年

(
一
七
二
八
)
九
月
の

｢下
勘
定
所
諸
掛
取
扱
｣

(3
)

や
天
明
五
年

(
一
七
八
五
)
九
月
そ
れ
に
追
加
し
た

｢下
御
勘
定
所
掛
々
に
て
取
扱
焼
串
｣
'
さ
ら
に
天
保
五
午

(
一
八
三
四
)
五
月
の

｢御

(4
)

(5
)

勘
定
所
掛
々
に
て
取
扱
供
御
用
向
書
付
｣
に
よ
っ
て
'
ま
た
先
に
述
べ
た

『
誠
斎
雑
記
』
の
御
勘
定
勤
方
の
項
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
｡
さ
ら
に
,
前
項
で
触
れ
た
太
田
茸

(南
畝
)
｢竹
橋
余
筆
｣
(
七
)
所
収
の
諸
帳
面
目
録
は
,
享
保
五
I
八
年
に
実
施
さ
れ
た
勘
定

所
諸
帳
面
の
調
査

･
整
理
の
結
果
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
合
計

九
万
四
千
二
盲
冊
余

(実
数
は
七
三
六
二
六
冊
･
五
二
〇
〇
通
･
一
七
八

枚
と
一
八
六
長
持
･
三
三
蔚
･
二
五
〇
臥
)
の
内
訳
は
次
の
五
二
種
で
あ
る
｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

高
帳

･
高
人
波
増
減
帳

郷
帳

御
取
箇
差
出
帳

･
免
定
嘩

江
戸
井
国
々
御
普
請
諸
国
堤
川
除
玖
樋
橋

御
普
請
御
法
事
御
普
請
入
用
帳

一〇
七
冊

八
五
〇
六
冊

五
三
九

一
冊

1
四
〇
九
九
冊

地
方
御
勘
定
帳

(帳
写
共
)
･
負
金
御
勘
定
帳

七
二
七
二
冊

上
知
帳

知
行
割
留

江
戸
大
坂
二
条
大
浄
高
槻
御
米
蔵
御
勘
定
帳

江
戸
大
坂
御
金
蔵
御
勘
定
帳

駿
府
御
蔵
久
能
御
神
領
町
方
在
方
貸
付
金
御
勘

定
帳

伊
豆
国
大
嶋
利
嶋
新
嶋
神
津
島
三
宅
島
御
蔵
島

小
嶋
嶋
御
勘
定
帳

･
八
丈
島
地
御
勘
定
帳
共

禁
裏
御
所
方
堂
上
方
二
条
大
坂
久
能
日
光

御
普
請
帳

元
払
御
納
戸
御
勘
定
帳

御
金
蔵
元
払
御
勘
定
帳

御
贋
物
方
井
御
弓
矢
御
鑓
御
勘
定
帳

御
箪
笥
御
鉄
灼
大
箪
笥
御
勘
定
帳

一
八
八
二
冊

一
六
七
二
冊

三
八
三
冊

一〇
五
冊

六
七
冊

六
二
冊

七
五

一
冊

九
六
冊

一
四
〇
冊

二
三
冊

二
六
冊

一
五
六

欄
㌍

結

露

脚
城
内
御
障
子
張
御
軍
票

御
台
所
御
賄
入
用
同
直
段
帳

･
同
勘
定
帳

町
奉
行
番
所
牢
扶
持
無
宿
非
人
預
り
盗
賊
火
附

改
方
欠
所
物
奉
行
御
勘
定
帳

川
船
御
勘
定
帳

御
船
手
井
諸
国
船
御
入
用
帳

･
相
州
下
船
石
銭

御
勘
定
帳

御
畳
御
勘
定
帳

･
備
後
表
御
勘
定
帳

漆
鈴
鉄
鍋
油
元
払
御
勘
定
帳

小
普
請
御
役
金
御
勘
定
帳

柳
馴
非

議

鵬
州
盟

欄
林
筋
州
鯛
淋
順
馴

木
飛
州
材
木
元
伐
遠
州
舟
明
山
挿
木
御
勘
定
帳

城
州
高
瀬
舟
北
山
黒
木
淀
川
過
書
船
御
勘
定
帳

大
坂
諸
船
役
掘
江
上
荷
船
地
代
金
川
日
石
銭

御
勘
定
帳

金
銀
山
御
勘
定
帳

金
銀
吹
方
朱
盤
銀
座
銀
銅
吹
方
井
銀
座
御
運
上

勘
定
帳

朝
鮮
人
参
通
用
銀
御
勘
定
帳

江
戸
大
坂
御
材
木
御
勘
定
帳

二
六
九
冊

八
七
六
冊

八
八
冊

一
五
冊

二
三
六
冊

二

三
EE

二
七
冊

･

二
〇
〇
冊

一
四
六
冊

八
〇
冊

六
六
冊

一
九
九
冊

1
1
1
冊

八
冊

一
二

二

冊



長
崎
御
用
金
銀
同
所
十
善
寺
御
蔵
阿
聞
陀
日
銀

御
勘
定
帳

御
伝
馬
宿
入
用
米
井
金
銀
納
帳

箔
白
土
銭
元
払
勘
定
帳

上
総
下
野
国
御
薪
御
勘
定
帳

野
馬
払
代
井
御
馬
飼
料
入
用
御
勘
定
帳

下
野
甲
斐
国
足
尾
銅
郡
内
置
籾
砥
山
帳

日
光
御
官
公
家
衆
御
賄
御
法
事
御
賄
諸
国

一

寺
社
御
道
具
御
勘
定
帳

放
れ
御
詰
米
井
語
銭
元
払
御
勘
定
帳

二
七
冊

一
一
冊

五
四
冊

五
六
冊

五
二
四
冊

七
八
冊

一
二
六
冊

一
長
持

一
四
〇
冊

人
別
帳

諸
証
文

諸
入
札

高
札
之
写

三
四
六
九
冊

七
九
九

〇
冊
二

八
五
長
持
･三
三
箱
･二
五

〇
久

一
八
五
七

冊

四
〇
〇
四
冊

酒
造
米
改
帳

諸
大
名
上
米
代
万
石
以
下
郡
村
書
物

検
地
帳

二
七
二
九
冊

二
冊

･
五
二

〇
〇
通

二
八

〇
〇
冊

金
銀
米
納
札
写

･
証
文
酋
状
留

御
条
目
御
請
召

神
社
御
普
請
小
帳

国
絵
図

･
台
国
絵
図

村
鑑

御
勘
定
勤
仕
帳

四
八
二
冊

二
九

一
〇
冊

九
七
八
冊

一
七
八
枚

七
二
冊

一
七
九
冊

右
の
勘
定
所
諸
帳
面
は
津
城
し
'
国
絵
図
な
ど
を
除
い
て
全
く
現
存
し
て
い
な
い
が
'
地
方
勘
定
帳
を
は
じ
め
大
畠
の
各
種
勘
定
帳
'

郷
帳

･
取
箇
帳

･
村
鑑
帳

･
免
定
写

･
納
札
写

･
諸
証
文
な
ど
が
勘
定
所
に
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
｡

代
官
所

･
預
所
で
作
成

･
保
官
す
る
記
録
頬
と
し
て
は
'
場
所
替
の
さ
い
の
引
渡

･
請
取
日
録
を
み
る
と
よ
い
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
中
に

は
勘
定
所

へ
提
出
し
て
し
ま
っ
た
記
録
は
控

･
下
苔
以
外
含
ま
れ
て
い
な
い
L
t村
方
か
ら
受
琉
し
て
も
勘
定
所
に
は
提
出
し
な
い
も
の
'

た
と
え
は
宗
門
五
人
組
帳
の
如
き
も
の
も
多
い
.
い
ま

『
地
方
凡
例
録
』
が
場
所
替
の
節
受
取
べ
き
書
物
と
し
て
掲
げ
る
も
の
は
'
次
の

(6
)

三
十
四
種

で

あ
る

｡

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

一

代
官
所
場
処
香
の
節
渡
す
方
よ
り
受
取
べ
き
諸
書
物
､

一

取
箇
帳

一

三
十
箇
年
取
米
永
厘
附
帳

一

検
地
水
帳
写

t

伝
馬
宿
諸
証
文

一

十
分

一
煩
取
立
帳

1

成
箇
郷
帳

一

代
官
所
絵
図

一

勘
定
仕
上
日
録
写

一

小
物
成
浮
役
井
運
上
等
取
立
帳

一

渡
船
等
あ
る
時
修
復
仕
方
帳
井
船
頭
住
居
等
の
書
付

一

酒
株
帳

1

献
上
物
あ
る
節
の
引
付
帳

1

小
人
用
改
帳
井
人
馬
割
帳

一

村
鑑
帳

一

金
銀
鋼
鉄
明
蓉
硫
黄
山
帳
井
休
山
帳

一

堤
川
除
用
水
橋
普
請
帳

一

宗
門
五
人
組
帳

一

河
岸
場
市
場
帳

一

陣
昆
小
役
村
々
割
掛
帳

1

私
領
入
組
あ
る
村
附
帳

1

切
支
丹
塀
族
帳

1

廻
状
順
帳

一

陣
屋
家
絵
図
井
諸
証
文
留
公
事
訴
訟
留
帳

一

村
絵
図

一

段
跡
絵
図

一

林
帳
井
絵
図

一

朱
印
寺
社
帳

一

鉄
地
政
帳

一

村
高
役
引
帳

一

村
々
立
毛
名
田
分
帳
井
坪
苅
帳

一

牢
屋
あ
ら
.ハ
其
絵
図
又

ハ
修
復
入
用
屋
敷
の
歩
引
付
等
の
書
付



他
領
よ
り
納
る
小
物
成
帳

取
嵐
下
組
帳

一

建
立
地
寺
社
書
付

右
の
通
受
取
べ
L
t
尤
も
郷
帳

･
取
箇
帳

･
林
帳
等
其
外
大
切
の
書
物

ハ
代
官
直
印
に
て
受
取
渡
し
致
す
'
其
外
は
元
の
手
代
印

形
に
て
引
渡
す
べ
L
t
尤
も
書
物
の
内
へ
引
渡
し
に
な
ら
ざ
る
書
物

ハ
借
受
て
写
し
取
る
べ
L
t
又
右
に
記
す
書
物
の
外
に
も
其
処

に
依
て
品
々
あ
る
べ
き
な
り
'

具
体
例
と
し
て
は
'
江
川
家
文
書
中
に
引
渡
目
録
が
あ
る
が
'

た
と
え
は
慶
応
四
年

(明
治
元
年
'
一
八
六
八
)
八
月
江
川
太
郎
左
衛
門

が
徳
川
亀
之
助

(駿
河
府
中
藩
)
に
駿
河
国
支
配
所
知
行
替
に
当
た
っ
て
の

｢引
渡
目
録
｣
に
は
'
九
六
種
で
一
二
〇
冊

･
三
〇
通

･
三

五
袋

･
九
綻

･
二
八
枚

二
1棒

･
六
箱
の
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
全
て
を
紹
介
す
る
紙
幅
は
な
い
が
'
慶
応
三
年
分
を
中
心
に
'

三
拾
三
ヶ
年
米
永
差
引
帳

･
取
箇
仕
出
額

･
物
成
置
米
金
仕
出
帳
煩

･
年
貢
金
初
納
割
賦
帳

･
年
貢
石
代
直
段
書
上

1
件

･
内
見
帳

･
厘

附
帳

･
下
組
帳

･.定
免
切
替

1
村
限
帳
な
ど
の
取
箇
に
関
す
る
も
の
を
は
じ
め
'
割
附

･
皆
済
目
録

･
成
箇
郷
帳
や
'
家
数
人
別
増
減
差

引
帳

･
家
数
人
別

1
村
限
帳

･
家
数
人
別
七
ヶ
年
日
子
年
書
上

1
件
な
ど
戸
口
に
関
す
る
も
の
'
そ
の
他
に
廻
米

･
酒
造

･
貯
穀

･
助
郷

･
山
林

･
普
請
な
ど
各
方
面
に
亘
っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
宗
門
帳

･
村
差
出
明
細
帳

こ
向
反
別
帳

･
村
絵
図
な
ど
村
方
よ
り
提
出
さ
れ
た

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
｡

｢引
渡
目
録
｣
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
記
録
は
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
な
い
が
'
こ
の
よ
う
な
目
録
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
財
政
史
料
の
基
本
炉
型
に
追
加
す
べ
き
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
.

3 2 1
) Jヽ )

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
七
八
ペ
ー
ジ
｡

『日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
四
'
八
六
-
八
九
ペ
ー
ジ
.

同
右
'
1
〇
八
-
1
三
五
べ
-
汐
.
な
お
国
立
公
文
書
館
内
閣

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

文
庫
所
蔵

『雑
留
』
中
に
同
文
の
も
の
が
あ
る
｡

(
4
)

同
右
'
二
二
八
-
一
四
六
ペ
ー
ジ
｡

(
5
)

『江
戸
叢
書
』
巻
の
八
'
二
五
六
-
三
七
二
ペ
ー
ジ
｡

ヽ

(

6
)

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
'
一
三
二
I
l
三
三
ペ
ー
ジ
｡

一
五
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

幕
府
勘
定
所
お
よ
び
代
官
所

･
預
所
財
政
史
料
の
基
本
類
型
と
授
受
の
体
系

一
六
〇

勘

定

所

作

成

帳

簿

三
分

一
米
銀

納
直

段

相
棒
候
儀
中
上
候
書
付

勘

定

所

iヽ

御

殿

下

勘
定
所

I
-
-
-
御

取箇

方
差
出
方

/
/
/

dZ

./
lJu

/

/

代

官

所

･
預

所

作

成

帳

簿下
組
帳
･
促
仕
出
･
皆
無
仕
出

検
見
帳
-

内
見
帳
･
坪
刈
帳

′
ー
-占
胤
同

国

回

国

門

丁

斗

年
貢
別
臥

御

恩

蘭

恩

凧
仙
Y

I
･
･･御
署

済
方

1

納

弘

明

紬

帳

御
殿
皆
済
方

年貢
米

金

皆
済
目

鐸

村
方
皆
済
目
録

定

帳
(下
帳

)

御
代
官
井
御
預
所

物
成
納
払
勘
定
帳

金

銀

･
米

大

豆

納

払

勘

定

帳

+
. I

I
I
-i

老

中
･
若年
寄

勘
定

奉

行
･
吟
味
役

金
銀

納
札
帳
･ 納

札

前
年
増
減
差引

書
付

当
証
文

･置



将
軍

(御
側
衆
)

悼
-

琵

掛
1

･
占

且

勤

方

帳

勤

方

明

細

帳

八
倍
粂
迫
物

公
串
方

勘
定
奉
行

御
殿

手

附

手

代
姓

名

帳

同

四

半

嶋

代
官
手
附

手
代
分
限
高
書
付

(注
)
実
線
矢
印
は
提
出
､
破
線
は
推
淀
'
主
箱
型
帳
簿
の
左
は
添
付
手
箱

'
勘
定
所
分
課
の
う
ち
御
殿
で
な
い
も
の
は

す
べ
て
下
勘
定
所

幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

勘
定
所
お
よ
び
代
官
所

･
預
所
財
政
史
料
の
体
系

一
六
二

以
上
に
述
べ
来
っ
た
こ
と
は
'
未
だ
不
明
確
な
点
も
あ
り
'
前
項
で
触
れ
た
よ
う
に
ま
だ
ま
だ
多
数
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
て
'
杜
撰

で
あ
る
と
い
う
諮
り
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
『徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
の
段
階
は
超
え
え
た
と
考
え
る
｡
敢
え
て
各
項
の
最

初
に

『地
方
凡
例
録
』
を
引
用
し
た
の
も
'
他
の
資
料
に
よ
っ
て
補
強
し
う
る
も
の
は
補
強
し
'
誤
謬
は
訂
正
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で

あ
り
'
紙
数
を
費
や
し
て
参
考
史
料
を
翻
刻
し
た
の
は
'
単
に
書
式
例
と
し
て
の
雛
形
を
示
す
よ
り
も
史
料
の
性
格
が
理
解
し
易
く
'
ま

た
史
料
と
し
て
利
用
し
う
る
利
点
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
右
の
試
み
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
十
分
な
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
｡

と
こ
ろ
で
勘
定
勝
手
万
記
録

(こ
こ
で
使
っ
た
記
録
は
厳
密
な
意
味
の
記
録
で
は
な
い
｡
授
受
関
係
が
あ
る
か
ら
文
書
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
｡)
と

い
っ
て
も
'
勘
定
所
史
料
が
軽
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
'
現
実
の
地
方
行
政
官
で
あ
る
代
官
作
成
史
料
を
中
心
に
据
え
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
｡
そ
し
て
十
程
の
基
本
類
型
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
勘
定
所
と
代
官
所

･
預
所
と
の
問
の
授
受
の
体
系

を
整
理
し
て
図
に
示
し
た
｡
こ
れ
は
帳
符
類
の
差
し
出
し

･
取
り
扱
い
(改
め

)･下
げ
戻
し
の
関
係
の
み
を
示
し
た
の
で
あ
り
'
各
帳
縛

の
相
互
の
関
係
は
示
し
え
な
か
っ
た
O
各
項
の
説
明
に
'
特
に
突
合
銘
書
を
記
し
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡

1
例
を
あ
げ
れ
ば
'

勤
方
明
細
帳
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
'
御
取
箇

･
起
返
田
畑

･
荒
田
畑
は
取
箇
帳
'
美
食
種
貸

･
返
納
物

･
不
時
御
救
は
廻
米
方
'
修

復
御
普
請

･
新
規
御
普
請

･
境
川
除
破
損

･
御
入
用
之
外
大
儀
之
普
請

･
郡
中
割
普
請

･
国
役
普
請
は
御
普
請
方
に
て
そ
れ
ぞ
れ
突
き
合

(1
)

わ
せ
'
民
昆
損
失
は
御
殿
勘
定
所
の
屈
を
記
し
'
公
事
出
入

･
死
罪
流
人
は
評
定
所
に
聞
い
て
記
す
こ
と
に
な
っ
て

い
る

｡
そ
し
て
既
述

の
よ
う
に
､
同
帳
は
皆
済
後
提
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
当
年
の
皆
済
目
録
の
数
字
を
記
入
し
'
ま
た
勘
定
帳

･
納
札
留

･
地
方
公
事
方

御
用
留

･
荒
地
起
返

一
村
限
帳

･
御
普
請
帳
な
ど
代
官
所
の
記
録
と
も
照
合
す
る
の
で
あ
る
｡
勃
方
帳
は
勃
方
明
細
帳
か
ら
摘
記
す
る
の

(2
)

で
突
き
合
わ
せ
は
明
細
帳
の
み
で
よ
い
｡
こ
う
し
て
み
る
と
'
前
項
そ
の
他
で
説
明
し
た
も
の
を
除
き
'
勘
定
帳
か
ら
村
鑑
大
概
帳
ま
で



の
帳
簿
は
ほ
ゞ

相
互
に
風
合
記
載
の
関
係
に
あ
る
重
要
帳
静
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡

続
い
て
'
こ
れ
ら
代
官
所

･
預
所
作
成
帳
辞
に
基
づ
い
て
勘
定
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
帳
辞
に
つ
い
て
触
れ
た
い
｡

既
に
各
項
で
も
述
べ
た
の
で
あ
る
が
'
現
存
す
る
僅
少
の
勘
定
所
財
政
史
料
で
あ
る
大
河
内
家
記
録
や
水
野
家
文
宙
'
そ
の
他
の
勘
定
所

(3
)

帳
縛
を
大
別
す
れ
ば
'
①
御
取
箇
相
極
侯
帳
'
②
三
分

一
米
銀
納
直
段
相
塩
焼
儀
中
上
俵
喜
付
'
⑧
御
近
方
大
群
書
付
'
④
御
代
官
井
御

預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
'
⑤
金
銀
お
よ
び
米
大
豆
納
払
御
勘
定
帳

(御
迫
方
御
勘
定
帳
)
の
五
校
と
な
る
｡
こ
れ
を
代
官
所

･
預
所

作
成
帳
簿
と
の
関
係
を
推
測
し
て
先
の
図
に
示
し
て
お
い
た
｡
③
は
取
箇
決
定
'
②
は
石
代
値
段
決
定
'
⑧
は
予
算
'
④

･
⑤
は
決
算
段

階
の
作
成
帳
簿
で
'
そ
の
う
ち
④
は
地
方
勘
定
帳
の
総
計
'
⑤
は
地
方
勘
定
帳

･
御
金
蔵
勘
定
帳
の
総
計
の
う
ち
代
官
所

･
預
所
現
地
入

用
収
支
を
除
外
し
た
勘
定
所
総
決
算
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

最
後
に
'
本
稿
で
取
り
上
げ
た
財
政
史
料
の
基
本
析
型
の
う
ち
'
創
始
年
代
の
最
も
早
い
も
の
は
'
当
然
'
年
貢
割
付
と
皆
済
目
録
と

(4
)

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
勘
定
帳
は
少
な
く
と
も
寛
永
期
に
は
存

在

し

'
郷
帳
の
創
始
は
慶
安
二
年
と
い
わ
れ
る
｡
取
箇
帳
は
明
ら

か
で
な
い
が
貞
享
四
年
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
劫
方
帳

･
勤
方
明
細
帳
お
よ
び
村
鑑
大
概
帳
は
享
保
改
革
期

の
創
始
で
あ
る
｡
他
の
帳
縛
に
つ
い
て
は
な
お
詳
ら
か
に
し
え
な
い
｡
年
貢
賦
課

･
収
納
'
会
計
収
支
決
算
'
知
行
割
な
ど
は
幕
藩
体
制

の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
成
立
当
初
か
ら
何
ら
か
の
帳
辞
が
心
安
で
'
事
実
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
'
慶
安
期
'
つ
い
で

天
和

･
貞
享
期
の
幕
政
の
転
換
期
に
か
か
る
帳
簿
が
相
つ
い
で
整
備
さ
れ
'
享
保
改
革
期
に
本
格
的
な
財
政
帳
辞
組
織
の
確
立
を
み
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
1
)
(

2
)

『日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
四
'

二
二
三
I
l三
四
ペ
ー

ジ

｡幕
府
勘
定
所
勝
手
方
記
録
の
体
系

(大
野
)

(
3
)

拙
稿

｢享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
大
河
内
家
記
録
H
-

3E
:｣
(『史
学
雑
誌
』
八
〇
弼
1
-
三
号
)'
お
よ
び
村
上
直
･
拙

稿

｢幕
末
に
お
け
る
幕
府
勘
定
所
史
料
｣
(『史
学
雑
誌
』
八
1
稲

〓
ハ三



史
料
館
研
究
紀
要

第
七
号

四
号
)
所
収
｡

(

4
)

前
掲

｢竹
橋
余
筆
｣
七
に
'
明
暦
三
年
再
作
成
の
正
保
三
-
承

お

あ

り

に

一
六
四

応
元
年

｢浅
草
御
蔵
勘
定
帳
｣
と
'
寛
永
十
八
-
正
保
二
年

｢大

坂
御
城
米
納
井
波
方
御
勘
定
日
録
｣
の
写
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

本
稿
を
終
る
に
当
た
っ
て
い
く
つ
か
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
第

一
に
'
財
政
史
料
を
少
し
で
も
豊
か
に
す
る
た
め
に
'
勘
定
所

(役
人
を
含
め
て
)
･
代
官
所

･
預
所

(郡
中
代
な
ど
中
間
支
配
機
柄

を
含
め
て
)
の
文
書
を
発
掘
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
勘
定
所

･
代
官
所
史
料
は
多
く
を
期
待
で
き
な
い
が
'
預
所
を
持
つ
大
名

家
文
書
や
地
方
史
料
の
中
に
は
ま
だ
こ
の
種
の
史
料
が
あ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
｡
ま
た

｢御
代
官
極
秘
｣
の
よ
う
な
代
官
手
控
煩
を

探
し
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
｡

第
二
は
'
藩
財
政
や
旗
本
財
政
の
史
料
と
の
比
較
検
討
で
あ
る
｡

第
三
は
､
村
方
史
料
と
の
相
互
関
係
'
体
系
的
分
煩
的
研
究
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
研
究
を
進
展
さ
せ
な
け
れ
ば
'
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
近
世
史

料
の
分
類
の
混
乱
は
今
後
も
続
く
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
本
稿
に
利
用
さ
せ
て
い
た
ゞ
い
た
史
料
分
類
目
録
に
も
'
た
と
え
は
取
箇
帳
と
同
帳
付
属
書
類
が
別
個
に
無
関
係
に
分
類
さ
れ
て
い

る
な
ど
の
欠
陥
も
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
最
後
に
､
こ
の
よ
う
な
近
世
史
科
学
的
研
究
は
単
な
る
い
わ
ゆ
る
補
助
学
と
し
て
の

〝
古
文
書
学
的
研
究
〟

に
止
ま
ら
し
む
る

も
の
で
な
く
'
基
本
炉
型
や
古
式
の
年
代
的
変
化
'
附
属
喜
規
の
増
減

･
変
遷
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
職

制
や
組
織
の
改
廃

の
解
明
か
ら
'
ひ
い
て
は
幕
藩
制
史
研
究
の
再
検
討
に
迫
り
う
る

一
方
法
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
｡

〔付
記
〕

本
稿
を
成
す
に
当
た
り
'
三
井
文
庫
'
国
立
公
文
否
館
内
閣
文
庫
'
江
川
文
庫
'
岐
阜
県
立
図
書
館
'
山
梨
県
立
国
書
館
の
所
蔵
史
料
を
利
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
｡

(完
)




